
平 成 ３０ 年 度

介護保険サービス事業者等 集団指導

資 料

共 通 事 項

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局

長寿社会課 介護サービス指導室



介護給付費等の請求について 

平成３０年１１月 

和歌山県国民健康保険団体連合会



目    次 

 

 

１ 介護給付費等の請求 ················································ １ 

 

２ 介護電子媒体化ソフト ·············································· ２ 

 

３ 伝送による請求の事前チェック機能の活用方法························· ３ 

 

４ 支払決定の通知 ···················································· ８ 

 

５ 支払決定額通知書帳票等 ············································ ９ 

 

６ 介護給付費明細書の取下げ ········································ ２０ 

 

７ 過誤申立 ························································ ２１ 

 

８ 摘要欄記載事項 ·················································· ２５ 

 

９ 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 ···························· ３３ 

 

1０ サービス種類と適用可能公費の関係 ······························· ３８ 

 

1１ 介護予防・日常生活支援総合事業 ································· ３９ 

 



１ 介護給付費等の請求 

 （１）請求の受付 

   ＣＤ－Ｒ等による請求・・・毎月１０日まで（１０日が土・日・祝日の場合も 

午後５時まで開所しています） 

   伝送による請求・・・・・・毎月１０日午後１１時５９分まで 

 

 

平成 30年度（平成 30年4月～平成31年3月受付分）締切日 

30年4月 10日（火） 

5月 10日（木） 

6月 10日（日）〈開所〉 

7月 10日（火） 

8月 10日（金） 

9月 10日（月） 

10月 10日（水） 

11月 10日（土）〈開所〉 

12月 10日（月） 

31年1月 10日（木） 

2月 10日（日）〈開所〉 

3月 10日（日）〈開所〉 

※郵送及び宅配便等の受付についても、締切日必着です。 

※9月8日（土）・12月8日（土）は開所しています。 

※本会ホームページ http://www.kokuhoren-wakayama.or.jp/にも 

掲載しています。 

 

 （２）請求の方法 

   ・電子請求が原則 

    サービス事業所・施設は介護給付費請求を原則として伝送または磁気媒体の 

   提出（電子請求）により行う。（厚生省令第２０号） 

    ＩＳＤＮ・紙媒体での請求は平成３０年３月で廃止（紙は一部例外を除く） 

 

・磁気媒体での請求 

    ＣＤ－Ｒ、ＦＤ、ＭＯでの請求 

    ※磁気媒体で提出する場合、媒体に事業所番号・事業所名称・サービス提供 

年月を必ず記載してください。 
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 ２ 介護電子媒体化ソフト 
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３ 伝送による請求の事前チェック機能の活用方法 

 （１）データ送信後の「送信結果」の確認 

データ送信後、送受信ボタンを押下し、受付確認及び事前チェックエラーを受信

してください。受付確認及び事前チェックエラーは伝送通信ソフトの「送信箱」内

「送信結果」の各ファイルを選択し、確認してください。 

送信データは下記【処理の流れ】のように、受付処理後に事前チェック処理を行

います。 

また、各処理は表示の時間帯（３０分間隔）で行います。そのため、データ送信

から最長４０分後に受付確認及び事前チェックエラーを受信することが可能です。 

（例 ８：０１ 送信→ ８：３０ 受付→ ８：４０ 事前チェック結果の配信） 

 

【処理の流れ】 

事 業 所  データ送信  毎月１日０:００～１０日２３:５９までに送信してください 

↓ 

国保連合会  受   付  

↓  

国保連合会  事前チェック  

↓ 

事 業 所  受付確認及び事前チェックエラー受信  

 

※２３:３０以降に送信された場合は、翌朝８:００の受付処理になります。 

※データの送信は１０日２３:５９まで可能ですが、送信結果の確認ができないため 

 余裕をもってデータを送信してください。 

 

【伝送通信ソフトの送信結果画面】 
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前ページの送信結果画面【状態】【到達】【受付】状況説明 

状態 到達 受付 説明 

連合会到達 ○  「到達完了」後、国保連合会へ送信された状態 

受付中 ○  「連合会到達」後、国保連合会で処理中の状態 

伝送エラー ○ × 「受付中」後、伝送に関するチェックが終了し、エラー

があった状態 

外部エラー ○ × 「受付中」後、ファイルの構造に関するチェックが終了

し、エラーがあった状態 

様式エラー有 ○ △ 「受付中」後、ファイルの内容に関する事前チェックが

終了し、エラーがあった状態 

受付完了 ○ ○ 「受付中」後、全てのチェックが正常に終了した状態 

送信完了 ○ ○ 

（△） 

「受付完了」または「様式エラー有」後、国保連合会で

の審査が開始した状態 

＜凡例＞  ○：正常 

      △：一部がエラー 

      ×：エラー 

 

【状態】様式エラー有 

受付は正常に行われていますが、データの中に事前チェックでエラーになった情報

が含まれています。対応方法は、（２）「様式エラー有」の対応方法について をご覧

ください。 

 

【状態】外部エラー 

外部インタフェースエラー（※）が発生し、データ受付が行われていません。デー

タの再作成・再送信が必要です。データ取消の必要はありません。 

  ※外部インタフェースエラー 

    コントロールレコードの処理対象年月が不正 

    ファイル名が規約に沿っていない 

    伝送整理番号中の事業所番号が存在しない 等 

 

【状態】伝送エラー 

送信すべきファイルの種類ではない場合や外部インタフェースエラー（※）等の理

由でデータを取り込めなかった状態です。データの再作成・再送信が必要です。デー

タ取消の必要はありません。 
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 （２）「様式エラー有」の対応方法について 

 請求されたデータの中に事前チェックエラーがある場合、「送信結果」の状態に

「様式エラー有」が表示されます。 

 

【様式エラー有の場合の表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前チェック情報（事前チェックを実施した状況） 

ファイル名：送信したファイルの名前 

様   式：給付＝給付管理票、請求＝請求明細書 

明 細 件 数：請求明細書、給付管理票等の件数 

レコード件数：データの行数 

 

エラー情報（事前チェックでエラーとなったデータの詳細情報） 

ファイル名：エラーデータが含まれるファイルの名前 

様 式：様式の種類 

提 供 年 月：サービス提供年月、または給付管理対象年月 

サービス種類：サービス種類コード（限定できない場合は「－」） 

保険者番号：利用者の保険者番号 

被保険者番号：利用者の被保険者番号 

項 目 名：エラーとなった項目の名前 

 値  ：上記項目に入力されていた値 

エラー内容：一次チェックでエラーとなった事由 
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【状態】が「受付完了」「様式エラー有」となったデータは事前チェックエラーの

有無に関わらず、国保連合会の審査支払システムに登録されます。 

下枠に表示されたエラー情報は、事前チェックした結果、送信ファイルの中にエラ

ー項目があったことを表しています。このエラーについて何も対処しなければ、デー

タは審査支払システムに登録され、エラー項目のある請求明細書・給付管理票は「返

戻」扱いになります。（ファイル全てが返戻になるわけではありません） 

エラー情報のあるファイルについての取扱手順を示します。 

 

 ①エラーが含まれているファイルの取消電文を作成・送信する。 

作成方法については、（３）取消電文について をご覧ください。 
 

 ②送信結果が「取消完了」になっていることを確認する。 

確認方法については、（３）取消電文について をご覧ください。 

送信から確認まで４０分程かかる場合があります。 
 

 ③事前チェックエラーのデータを修正したファイルを作成・送信する。 

下枠に表示されたエラー情報のエラー内容を参考にデータを作成し直し、国保連合

会にファイルを送信してください。 
 

 ④送信結果が「受付完了」になっていることを確認する。 

エラーの対処をする・しないについては任意ですが、対処しないのは、返戻を減少

させるという事前チェックの目的に沿いませんので、事業所におかれましては、でき

る限りエラーを修正したファイルを作成し再送信していただくようお願いします。 

再作成にあたっては、エラーになったデータだけを作り直すのではなく、エラー情

報が含まれたファイル全体を作り直してください。 

また、再作成ファイルの送信の前には、エラーが含まれたファイルの取消を必ず行

ってください。行わない場合、重複エラーが発生します。 

 

 

※エラーの対処をする場合、取消から再送信できるまでに１時間弱かかります。 

締切まで時間がない場合、取消のみ完了し再送信ができない可能性があります 

ので、十分注意してください。 
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 （３）取消電文について 

 

【作成方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「送信結果」フォルダ内の取り消したいファイルを選択し、青く反転している状態

で右クリックすると画面の状態になります。ここで「送信データ取消」を押下してく

ださい。 

その後、「送信待ち」フォルダ内に「取消電文」（送信ファイル名）が作成されます

ので、「送受信」ボタンを押下して送信してください。 

 

※取消電文については、エラー情報の含まれたデータだけでなく、「受付完了」の  

データについても、作成・送信が可能です。また、毎月１日～１０日の２３:５９

までなら、何度でも行うことが可能です。 

 

【確認方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取消電文」を送信後、しばらくしてから「送信結果」フォルダを開き「送受信」

ボタンを押下してください。上図のように取り消したいファイルの下に、【送信ファ

イル名】上記電文取消【状態】取消完了【受付】○ と表示されれば取消処理が正常

に完了しています。 

① 
② ③ 

④ 

7 
 



４ 支払決定の通知 

国保連合会では、事業所の請求内容を審査のうえ、支払額を決定し介護給付費等支

払決定額通知書等を事業所に送付します。 

 

 （１）送付方法 

  伝送事業所：審査月の翌月初めに伝送ソフトにより取込み 

  磁気・紙媒体で請求する事業所：審査月の翌月２０日前後に国保連合会より郵送 

 

（２）通知帳票の種類 （①⑧⑨以外は介護給付・総合事業それぞれ別帳票） 

   ①介護給付費等支払決定額通知書   ⑥介護給付費過誤決定通知書 

   ②介護給付費等支払決定額内訳書   ⑦介護給付費再審査決定通知書 

   ③介護保険審査決定増減表内訳書   ⑧介護職員処遇改善加算総額のお知らせ 

   ④介護保険審査増減単位数通知書   ⑨審査状況一覧（※伝送事業所のみ） 

   ⑤請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

 

（３）請求から支払までの流れ 

月 日 曜日 介護審査事務 月 日 曜日 介護審査事務

11 1 木 12 1 土

2 金 2 日

3 土 3 月 支払決定額通知書（審査結果）伝送（１１月審査分）

4 日 4 火

5 月 5 水

6 火 6 木

7 水 7 金

8 木 8 土

9 金 9 日

10 土 介護給付費請求書締切〈開所〉 10 月

11 日 11 火

12 月 12 水

13 火 13 木

14 水 14 金

15 木 15 土

16 金 16 日

17 土 17 月

18 日 18 火 支払決定額通知書（審査結果）発送（１１月審査分）

19 月 19 水

20 火 事業所からの取下書締切 20 木

21 水 21 金

22 木 22 土

23 金 23 日

24 土 24 月

25 日 25 火

26 月 26 水 事業所支払日（１１月審査分）

27 火 27 木

28 水 28 金

29 木 29 土

30 金 30 日

31 月

サービス提供月の翌月 サービス提供月の翌々月

取
下
書
受
付
期
間

介
護
給
付
費
請
求
書
受
付

事業所が取下した明細書は

返戻となるので、過誤すること

なく翌月に再請求できます 磁気・紙媒体で請求する事業所

伝送で請求する事業所

取下書締切日以降は過誤と

なりますので、市町村に過誤

申立してください
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５ 支払決定額通知書帳票等 

（１）介護保険審査決定増減表 
事業所番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所名 □□介護事業所 

 

保険者番号 
サービス 
提供年月 

請 求 差 返   戻 査 定 増 減 保 留 分 保留復活分 
備 考 

件数 
金額 

特定入所者介護費等 
件数 

単位数 
特定入所者介護費等 

件数 
単位数 

特定入所者介護費等 
件数 

単位数 
特定入所者介護費等 

件数 
単位数 

特定入所者介護費等 

 

 

            

 

 

            

 

 

            

             

             

 

 

            

 

 

            

             

             

             

             

 

 

            

合計 
           

※１ この表は請求のあった介護給付費のうち、審査決定に際し、請求書と請求明細書の積上げとの差、返戻、査定増減、保留のあったものについて通知するものです。 
※２ 保留復活分については、前月まで保留されていたものが、復活したものです。 
※３ 下段は特定入所者介護サービス費等です。 

                            １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

③「返戻」 
審査で返戻となった請求明細書の件数、単位数、特定入所者介
護費等（請求があった場合）が表示されます。 
「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」の内容を保険
者番号別、サービス提供年月別に集計したものの返戻分（保留
分を除く）が表示されます。 

⑥「保留復活分」 
審査で保留となった請求明細書で給付管理票の提出により保
留が復活し、支払されるものの件数、単位数、特定入所者介護
費等（請求があった場合）が表示されます。 
保留が復活する請求明細書の内容を保険者番号別、サービス提
供年月別に集計したものが表示されます。 

⑤「保留分」 
審査で保留となった請求明細書の件数、単位数、特定入所者
介護費等（請求があった場合）が表示されます。 
「請求明細書･給付管理票返戻（保留）一覧表」の内容を保
険者番号別、サービス提供年月別に集計したものの保留分が
表示されます。 

①「請求差」 
「合計」欄に、請求書情報の請求金額と、請求明
細書情報を集計した請求件数・請求金額とを突合
した差が表示されます。 

④「査定増減」 
審査で減単位または増単位となった請求明細書の件数、単位数、
特定入所者介護費等（請求があった場合）が表示されます。 
「介護保険審査増減単位数通知書」の内容を保険者番号別、サー
ビス提供年月別に集計したものが表示されます。 

※介護予防・日常生活支援総合事業分に
ついては、様式名は異なりますが、介護
給付分と見方は同様です。 

②「合計」 
各項目の合計が表示されます。 
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ポイント！ 

「請求差」の「合計」欄 マイナス表示・・・「介護給付費請求書情報」の数値＞「介護給付費請求明細書情報」の集計値 

「請求差」の「合計」欄 プラス表示・・・・「介護給付費請求書情報」の数値＜「介護給付費請求明細書情報」の集計値 

 

(1)「返戻」「保留分」がある場合 

返戻・保留がある場合、件数・金額ともマイナスとしてカウントし、「請求差」の「合計」欄には、マイナス表示されます。 

 

(2)「査定増減」がある場合 

査定により減単位があった場合、「請求差」の「合計」欄には金額のみがマイナス表示されます。件数はカウントしないため、｛０｝と表示されます。 

 

(3)「保留復活分」がある場合 

給付管理票が国保連合会に未提出または返戻のため保留になっていた請求明細書が、給付管理票が提出され復活となった場合、プラス表示されます。 

 

(4)「返戻」「保留分」「査定増減」「保留復活分」がないのに、「請求差」の「合計」欄に表示がある場合、または「返戻」「査定増減」「保留分」「保留 

復活分」があるが、(1)～(3)の合計値が「請求差」件数・金額と一致していない場合 

提出された「介護給付費請求書情報」に誤りがあります。請求時点の「介護給付費請求書情報」と「介護給付費請求明細書情報」を確認してください。 

確認の結果、「介護給付費請求書情報」の誤りであれば、対応の必要はありません。「介護給付費請求明細書情報」の集計金額をお支払いします。 

 

 [例] 「返戻」１件・３００単位（介護保険請求額２，７００円、公費の請求無） 

「査定減」１件・－５０単位（介護保険請求額４５０円、公費の請求無） 

⇒「請求差」の「合計」欄には件数｛－１｝、金額｛－３，１５０｝と表示されます。 

※件数は返戻分の１件、金額は返戻分の保険請求額２，７００円と査定減の保険請求額４５０円の合計３，１５０円 

 

※「査定増減件数」には「介護保険増減単位数通知書」に表示されているものをカウントして表示しますが、「請求差」の「合計件数」欄にはカウント 

されません。「査定増減」は、単位数の増減であって、明細書合計件数に増減はないため、「介護給付費請求書情報」の件数数値と「介護給付費請求 

明細書情報」の件数集計値に差異はありません。 
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（２）介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 3070000000 平成３０年１１月審査分                          平成３０年１２月２６日 

                                                                     

事業所名 □□介護事業所 

 

保険者番号 
被保険者番号 
被保険者氏名 

サービス 
提供年月 

サービス 
種類コード 

サービス 
項目コード 増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

300000 
0000000001 

H30.10 65 1111   
 

 
ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ  

300000 0000000001 
H30.10 65 6107 -1,719 Ａ 

給付管理票に実績が記載されていないもの  

ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 確定単位数（    ０単）請求単位数（ １７１９単） 
         

  
        1 

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 
和歌山県介護給付費等審査委員会 

※介護予防・日常生活支援総合事業分に
ついては、様式名は異なりますが、介護
給付分と見方は同様です。 

より下は給付管理票が誤っていた場合の処理 

給付管理票 
Ｄ被保険者 
 
サービス計画 
Ｂ事業所 500単位 
Ｃ事業所 300単位 
Ａ事業所 100単位 

修正 
０単位で決定 

給付管理票が修正されたら、減額されていた
100単位分が支払われます。 

突合 

「Ａ事業所100単位」のサービス計画を入れた給付管理票を「修正」で作成し、
提出します。 例えば、この処理が平成３０年１２月請求時に行われた場合は、
平成３０年１２月審査（１月支払）で、Ａ事業所に100単位分が支払われます。 

給付管理票の修正により復活した支払金額は、国保連合会作成の「介護給付費
再審査決定通知書」により詳細な情報が通知されます。 

給付管理票の修正 

内容・・給付管理票に実績が記載されていないもの 事由記号＝Ａ 
原因・・提出された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所または地域包括支援センターから提出されているが、その中に該当のサービス事業所の 

該当サービスの実績（計画単位数）が入力（記載）されていない場合。 
この場合、一覧表の内容欄に表示される確定単位数は０単位となります。 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（サービス年月・サービス種類・サービスコードに誤りがないか確認）居宅介護支援事業所または地域包括支援センタ

ーに連絡し、給付管理票に実績を入れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。減単位された（０単位となった）請求明細書

については、返戻となっているわけではない（０円の支払いをしている）ので、再請求する必要はありません。給付管理票が正しく修正されれば、給付管理票

が修正された年月の審査分で減単位されていた金額がサービス事業所に支払われます。 
 
「給付管理票に実績が記載されていないもの」についての具体例（請求明細書に誤りがなかった場合） 

請求明細書 
Ａ事業所 
Ｄ被保険者 
 
請求単位 100単位 

給付管理票 
Ｄ被保険者 
 
サービス計画 
Ｂ事業所 500単位 
Ｃ事業所 300単位 

同一被保険者、同一サービス年月の「請求明細書」（Ａ事業所から請求）と「給付管理票」を突合したところ、
給付管理票にはＡ事業所のサービス計画が入力（記載）されていないため、Ａ事業所の請求100単位は減単位
となります。 
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介護保険審査増減単位数通知書 

事業所番号 3070000000 平成３０年１１月審査分                         平成３０年１２月２６日 

                                                                     

事業所名 □□介護事業所 

 

保険者番号 
被保険者番号 
被保険者氏名 

サービス 
提供年月 

サービス 
種類コード 

サービス 
項目コード 増減単位数 事由 内容 連 絡 事 項 

300000 
0000000002 

H30.10 16 2101   
 

 
ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ  

300000 
0000000002 

H30.10 16 5301   
 

 
ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ  

300000 0000000002 
H30.10 16 5605 -1,088 Ｂ 

給付管理票の実績を超えるもの  

ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 確定単位数（ ５４２７単）請求単位数（ ６５１５単） 
         

  
  

 

 

 

 

                                                   １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 
和歌山県介護給付費等審査委員会 

内容・・給付管理票の実績を超えるもの 事由記号＝Ｂ 
原因・・提出された請求明細書の被保険者の給付管理票は居宅介護支援事業所または地域包括支援センターから提出されていて、その中に該当のサービス事業所の 

該当サービスの実績（計画単位数）が入力（記載）されているが、その給付管理票の計画単位数が請求明細書の請求単位数よりも少なかった場合。 
この場合、確定単位数は給付管理票の計画単位数と同じ単位数になります。 

対応・・基本的な対応については、「給付管理票に実績が記載されていないもの」と同様です。 
 
「給付管理票の実績を超えるもの」についての具体例（請求明細書に誤りがなかった場合） 

 

突合 

※介護予防・日常生活支援総合事業分に
ついては、様式名は異なりますが、介護
給付分と見方は同様です。 

請求明細書 
Ａ事業所 
Ｄ被保険者 
 
請求単位 200単位 

給付管理票 
Ｄ被保険者 
 
サービス計画 
Ａ事業所 100単位 

Ｂ事業所 300単位 

100単位で決定 給付管理票の修正 

給付管理票に記載されているＡ事業所の計画単位数が「100単位」となってい
るため、200 単位を請求したＡ事業所は、100 単位減単位され、100 単位のみ
の支払となります。 給付管理票に誤りがあった場合は、給付管理票を修正し
ます。基本的には、前頁で説明している内容と同一の処理になります。（給付
管理票が修正されれば、減額されていた100単位分が支払われます。） 

給付管理票 
Ｄ被保険者 
 
サービス計画 
Ａ事業所  200単位 
Ｂ事業所  300単位 

修正 
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（３）請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

300000 0000000001 
請 H30.10 15 

 
10,043 C 

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必

要 
保留 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

   〔例 １〕平成３０年１１月審査分で「保留」となり、給付管理票が提出されなかった場合 
 
 
 
 
   〔例 ２〕平成３０年１１月審査分で「保留」となり、平成３１年１月審査時に給付管理票が提出された場合 
 
 

                             １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝返戻・保留 

平成３０年１１月審査 平成３０年１２月審査 平成３１年１月審査 

平成３０年１１月審査 平成３０年１２月審査 平成３１年１月審査 

保留 保留 返戻 

保留 保留 
給付管理票 
提 出 

最初に保留となった翌々月に「返戻」とな

ります。 

保留期間中に給付管理票が提出されれば、

その月の審査対象になります。 
（支払は平成３１年２月振込分です） 

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 
サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要（支援事業所のサービス計画費の場合） 

原因・・①保留 利用者の請求明細書は提出しているが、給付管理票の提出がない場合または給付管理票が返戻となっている場合に、このエラーとなります。 
給付管理票、請求明細書共に提出は１ヶ月単位ですので、同月の給付管理票の提出がない場合です。 
国保連合会では、通常２ヶ月間請求情報を保留しています。（この保留期間は、各県の国保連合会によって違います）保留されている期間中に、 
該当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年月で保留となっていた請求明細書の支払が行われます。 

②返戻 保留期間内に給付管理票が提出されなければ請求明細書は返戻となります。この場合、備考欄には“返戻”と表示されます。 
対応・・該当利用者の居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、給付管理票を国保連合会へ提出するように依頼します。①の場

合は、請求明細書を再提出する必要はありません。②の場合は、請求明細書を再提出する必要があります。 
 

支払 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

300000 0000000001 
請 H30.10 13 

 
4,455 C 査定でエラーのあるもの 返戻 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 
 
 
 
 

１ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

内容・・査定でエラーのあるもの 
原因・・請求明細書と居宅介護支援事業所または地域包括支援センターが提出した給付管理票の内容が不一致で、かつ、サービス提供体制強化加算、特別地域加算、 

小規模事業所加算、中山間地域等提供加算等を含む請求がある場合にこのエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。 
①請求単位数が給付管理票に記載されている計画単位数を超過している場合 
②請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力（記入）されていない場合 
③請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合 

対応・・請求明細書の請求内容に誤りがなければ（請求単位数やサービス年月、サービスコード等に誤りがないか確認）居宅介護支援事業所または地域包括支援セン 
ターに連絡し、給付管理票に実績を入れてもらう必要（このとき給付管理票は「修正」で提出します）があります。請求明細書は返戻となっているので再請 
求しなければなりません。 

 

「備考」欄 エラーコード＝返戻（査定でエラーがある場合） 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

300000 0000000001 
請 H30.10 11  15,869 B 証記載保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

300000 0000000001 
請 H30.10 11  15,869 B 被保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
      

 
 

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 
 
 
 
 
 
 

 

１ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＰＡ 

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町村の認定変更が未決定 
原因・・保険者（市町村）が国保連合会に登録した最新の受給者情報の中で、要介護認定について「変更申請中」（更新申請中も含む）となっている被保険者の給付 

管理票や請求明細書が提出された場合に発生します。原因は下記の場合と考えられます。 
①保険者が国保連合会に登録する情報に登録漏れや誤りがある場合。 
②保険者の国保連合会への受給者情報の登録期限（通常は前月末までの異動情報を当月の３日までに提出）と、事業者の請求書提出期限（１０日）に期日の 
ズレがあるため、事業者は当月の請求までに変更申請が確定（却下を含む）されていることを確認して請求明細書等を提出しても、エラーとなり返戻され 
ることがあります。（この登録期限と請求書提出期限のズレによるエラーについては「１２ＰＡ」だけでなく、受給者台帳との突合によるエラー全般に該当 
します。） 

③単に変更申請中であることを忘れていて請求した場合。 
④平成１７年１０月サービス分以降については、従来からの「要介護認定」の変更申請に加え、「特定入所者」にかかる申請または変更申請を行うようになり 
ました。このため、「要介護認定」「特定入所者」のどちらか一方でも申請中であればエラーとなります。 

対応・・①②④については該当の保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。変更申請（または更新申請）が確定（却下を含む）し、受給者 
情報に登録したことを確認のうえ再請求します。 
③については変更申請確定後、再請求します。 
保険者が変更申請（または更新申請）を受け付けてから確定するまで約３０日かかります。この日数を考慮に入れて請求してください。また再請求時の注意 
点として、変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成した請求明細書や給付管理票で再提出してください。 

 

１つの請求明細書につき証記載保険者番号と被保

険者番号のエラーがセットで出力されます。 
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ポイント！ 要介護の認定申請（変更申請）から受給者台帳への登録まで 

 
 

  

  

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊要介護認定の申請（変更申請）から認定の決定まで通常30日程度ですが、手続きの不備等があれば30日以上の日数がかかる場合があります。 
＊図のような場合は、認定（変更）申請の翌月に介護給付費等を請求しても１２Ｐ０エラー（市町村の認定情報が未登録（受給者情報））、変更申請の場合は 
１２ＰＡエラー（市町村の認定変更が未決定）になり返戻となります。 

＊要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定日等を確認して国保連合会に受給者台帳（認定情報）の登録が完了する月以降に請求してください。 
 

【
変
更
申
請
の
場
合
】 

保
険
者
か
ら
国
保
連
合
会
へ 

「
変
更
申
請
中
」
の
届
出 

保
険
者
か
ら
国
保
連
合
会
へ 

「
要
介
護
認
定
情
報
」
の
届
出 

「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
て
決
定 

事
業
所
か
ら
の
請
求
と 

保
険
者
が
国
保
連
合
会
に
届
出
し
た 

要
介
護
認
定
と
の
チ
ェ
ッ
ク 

保
険
者
が
被
保
険
者
へ 

「
被
保
険
者
証
」
送
付 

この間約30日 

保
険
者
へ
認
定(

変
更)

申
請 

1日 
翌月 
3日 10日 

翌々月 
3日 月末 

国
保
連
合
会
で
受
給
者
台
帳
の
登
録 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

300000 0000000001 
請 H30.10 51 

 
21,142 B 保険給付率：市町村認定の給付率と相違 １２ＳＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

300000 0000000001 
請 H30.10 51 

 
21,142 B 保険請求額：記載された値が計算値を超過 ＡＳＳＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

 
 
 
 
 

                             １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＳＡ 

内容・・保険給付率：市町村認定の給付率と相違 
原因・・受給者台帳の給付率と請求した給付率が相違することに伴い、受給者台帳の給付率に基づき計算された値を超えているためエラーとなります。 
対応・・請求した給付率が正しいかを確認し、誤っている場合は正しい給付率及び請求額に修正のうえ、再請求してください。なお、給付率に誤りがない場合は、 

国保連合会に登録している給付率と相違がないか保険者（市町村または福祉事務所の介護保険担当係）へ照会してください。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

事業所（保険者）番号 3070000000 平成３０年１１月審査分 

                                                                   平成３０年１２月２６日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

300000 0000000001 
請 H30.10 17  1,350 B 様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済  ＡＮＮ４ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

300000 0000000002 
請 H30.10 11  1,450 B 様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済 ＡＮＮ４ 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 

300000 0000000002 
請 H30.10 11  1,450 B サービス種類：支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要 ＡＮＮＭ 

△△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 

  
   

 
  

 
 

   

          

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             １ 頁 

和歌山県国民健康保険団体連合会 

内容・・①ＡＮＮ４ 様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済 
内容・・②ＡＮＮＭ サービス種類：支援事業所に給付管理票の提出依頼が必要 
原因・・①ＡＮＮ４  前月以前に同じ介護給付費を請求し、支払が完了している請求明細書がある場合にこのエラーが発生します。 

（１）既に請求支払が終わった請求明細書を、請求していないと思って月遅れで請求した場合。 
（２）既に請求支払が終わった請求明細書の請求間違いに気づき、取下げ（過誤）の手続きをしないまま、再請求した場合。 
（３）他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。 

原因・・②ＡＮＮＭ  前月以前に同じ介護給付費を請求し、給付管理票と突合審査を行った結果全額マイナス（０決定）しているのに再請求した場合。 
対応・・①（１）の場合、既に請求支払が終了していますので、再請求する必要はありません。 
対応・・①（２）の場合、請求明細書の取下げ（過誤）の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で過誤になったのを確認後、再請求してください。通常は取下げ（過誤） 

依頼をしてから介護給付費過誤決定通知書に載るまで２～３ヶ月かかります。 
対応・・①（３）の場合、正しい保険者番号、被保険者番号等を入力（記入）した請求明細書を再請求します。 
対応・・②ＡＮＮＭの場合、過去の審査で決定した請求明細書に誤りがなければ、再請求する必要はありません。該当利用者の居宅介護支援事業所または地域包括支援セン 

ターに連絡し、給付管理票を「修正」で国保連合会へ提出するように依頼してください。 

 
ポイント！ エラーコード＝ＡＮＮ２は当月審査分における重複、エラーコード＝ＡＮＮ４、ＡＮＮＭは当月審査分と過去の審査で決定した分の重複です。 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＮＮ４・ＡＮＮＭ 

ＡＮＮＭエラーはＡＮＮ４エラー

とセットで出力されます。 
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 給付管理票 「新規」「修正」「取消」

給付管理票の作成区分には「新規」、「修正」、「取消」の３つの区分があります。それぞれの区分の取扱いは以下のとおりです。

国保
連合会

審査
チェック

給付管理票
【新規】

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所

複合型サービス事業所

返戻：給付管理票に誤りがあった

ため、国保連合会に登録さ

れずに返却された。

決定：給付管理票が正しく国保

連合会に登録された。

国保連合会に登録されている給
付管理票の一部を修正したい。

国保連合会に登録されている給
付管理票を取消ししたい。

正しい給付管理票を再度提出す
る。

給付管理票の作成区分
【修正】で再度提出する。

給付管理票
【修正】

給付管理票の作成区分

【取消】で再度提出する。

給付管理票
【取消】

給付管理票の作成区分
【新規】で提出する。

給付管理票
【新規】



６ 介護給付費明細書の取下げ 

  当月請求した請求明細書を取下げる場合、取下げ依頼書を記入のうえ、請求月の 

２０日必着で郵送してください。（２０日が土・日・祝日の場合は翌営業日） 
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保険者に同月過誤の申立を行い、平成30年11月処

理において過誤調整を行う。 

〈国保連合会〉 

相 殺 

過誤申立 △1,800円 

再請求明細書  1,500円 

請求明細書  2,000円 

事業所支払金額   1,700円 

〈事業所〉→〈保険者〉 

過誤申立 

平成29年12月サービス提供分 

△1,800円※支払済み額 

〈事業所〉 

請求明細書 

平成30年10月 

サービス提供分 

2,000円 

〈事業所〉 

再請求明細書 

平成29年12月 

サービス提供分 

1,500円 

11

月

処

理 

保険者に通常過誤の申立を行い、平成 30年 11月

処理において過誤調整を行う。 

〈事業所〉 

請求明細書 

平成30年10月サービス提供

分 

〈国保連合会〉 

相 殺 

過誤申立 △1,800円 

請求明細書  2,000円 

事業所支払金額  200円 

〈事業所〉→〈保険者〉 

過誤申立 

平成29年12月サービス提供分 

△1,800円※支払済み額 

〈事業所〉 

再請求明細書 

平成29年12月サービス提供分 

1,500円 

12

月

処

理 

事業所支払金額  1,500円 

11

月

処

理 

７ 過誤申立 

  事業所への支払額が決定した後に請求内容を修正する場合、保険者に過誤申立を行

ったうえで、再請求する必要があります。申立方法は各保険者に確認ください。 

（１）通常過誤 

事業所は、通常請求分（平成30年10月サービス提供分）2,000円を平成30年11

月10日までに国保連合会へ提出します。通常請求分 2,000円から過誤申立分1,800

円を差引いた200円が平成30年12月26日に支払われます。 

  

（２）同月過誤 

事業所は通常請求分（平成30年10月サービス提供分）2,000円と再請求分1,500

円を平成30年11月10日までに国保連合会へ提出します。通常請求分2,000円と再

請求分 1,500円から過誤申立分 1,800 円を差引いた 1,700 円が平成 30 年 12月 26

日に支払われます。 
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（３）過誤申立コード 

申立事由コードは下記の（Ａ）（Ｂ）を組み合わせ、４ケタで設定してください。 

× × × × 

（Ａ）過誤様式番号 

過  誤 
様式番号 様式名称 

明 細 書 
様式番号 

介

護

給

付

居
宅
サ
ー
ビ
ス

10 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・通所介護・ 

通所リハ・福祉用具貸与・居宅療養管理指導・夜間対応型訪問介護・ 

認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・ 

定期巡回随時対応型訪問介護看護・複合型サービス・地域密着型通所介護 

様式第２ 

21 短期入所生活介護 様式第３ 

22 介護老人保健施設における短期入所療養介護 様式第４ 

23 病院または診療所における短期入所療養介護 様式第５ 

2A 介護医療院における短期入所療養介護 様式第４-３ 

30 認知症対応型共同生活介護 様式第６ 

32 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者介護 様式第６-３ 

34 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 様式第６-５ 

36 
特定施設入居者生活介護（短期利用）・ 

地域密着型特定施設入居者介護（短期利用） 
様式第６-７ 

40 居宅介護支援介護給付費明細書（サービス計画費） 様式第７ 

施
設
サ
ー
ビ
ス

50 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設 様式第８ 

60 介護老人保健施設 様式第９ 

61 介護医療院 様式第９-２ 

70 介護療養型医療施設 様式第１０ 

予

防

給

付

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

11 

介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・ 

介護予防訪問リハ・介護予防通所介護・介護予防通所リハ・ 

介護予防福祉用具貸与・介護予防居宅療養管理指導・ 

介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

様式第２-２ 

24 介護予防短期入所生活介護 様式第３-２ 

25 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 様式第５ 

26 病院または診療所における介護予防短期入所療養介護 様式第５-２ 

2B 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 様式第４-４ 

31 介護予防認知症対応型共同生活介護 様式第６-２ 

33 介護予防特定施設入居者生活介護 様式第６-４ 

35 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 様式第６-６ 

41 介護予防支援介護給付費明細書 様式第７-２ 

総合 

事業 

10 訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス 様式第２-３ 

20 介護予防ケアマネジメント 様式第７-３ 

（Ａ）過誤様式番号 （Ｂ）申立理由番号 
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（Ｂ）申立理由番号 

申立理由番号 過誤申立の理由 

02 請求誤りによる給付実績の取下げ 

09 時効による保険者申立の取下げ 

12 請求誤りによる実績取下げ（同月） 

29 時効による公費負担者申立の取下げ 

42 適正化（その他）による保険者申立の過誤取下げ 

43 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取下げ 

44 適正化（介護給付費通知）による保険者申立の過誤取下げ 

45 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取下げ 

46 適正化（縦覧点検）による保険者申立の過誤取下げ 

47 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取下げ 

49 適正化（その他）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

4A 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

4B 適正化（介護給付費通知）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

4C 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

4D 適正化（縦覧点検）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

4E 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

52 適正化による公費負担者申立の過誤取下げ 

59 適正化による公費負担者申立の過誤取下げ（同月） 

62 不正請求による実績取下げ 

69 不正請求による実績取下げ（同月） 

99 その他の事由による実績の取下げ 

 

 例） 

サービス種類 申立事由 申立事由コード 

訪問介護 請求誤り １００２ 

予防通所リハ 請求誤り（同月過誤） １１１２ 

居宅支援（サービス計画費） 請求誤り ４００２ 

訪問型サービス（総合事業） 請求誤り（同月過誤） １００２ 

 ※訪問介護と訪問型サービス（総合事業）の申立事由コードは同一のため、市町村で区別できるように、

総合事業の過誤申立の場合は【 総合事業 】と記載してください。 

 

 

※ 

※ 
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（４）縦覧点検過誤申立 

 国保連合会が複数月の請求内容等の確認を行った結果、過誤が必要になった場合、

過誤申立書を記入のうえ、５日必着で郵送してください。（５日が土・日・祝日の

場合は翌営業日）※縦覧点検過誤のみ国保連合会に申立を行います。 
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８ 摘要欄記載事項      

サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　「サテライト」の略称として英字２文字を記載すること。
　例　ST

　指定居宅サービス基準第16条の２イ（４）によって求められるADL値
の提出は、評価対象期間において連続して６月利用した期間（複数ある
場合には最初の月が最も早いもの。）の最初の月と、当該最初の月から
起算して６月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthelIndexを測定した結
果をそれぞれの月のサービス本体報酬の介護給付費明細書の摘要欄に記
載することによって行う(「ADL維持等加算（Ⅱ）を算定する場合」の当
該加算の摘要欄に記載する形で提出する場合を除く。)。
　例１　75
　例２　ST/75
（当該事業所がサテライト事業所である場合）

　計画上の所要時間を分単位で記載すること。
　単位を省略する。
　例　260

　訪問看護の実施回数を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20

　介護職員と同行したんの吸引等の実施状況を確認した日又は、会議等
に出席した日を記載。
　単位を省略する。
　例　15
　対象者が死亡した日を記載すること。
　なお、訪問看護を月の末日に開始しターミナルケアを行い、その翌日
に対象者が死亡した場合は、死亡した年月日を記載すること。

　例　20030501
　（死亡日が2003年5月1日の場合）
　算定回数に応じて医療機関での指導実施月日を記載すること。
　なお、退院の翌月に初回の訪問看護を実施した場合は、医療機関で指
導を実施した月日を記載すること。
　例　0501
　（指導実施日が5月1日の場合）

訪問リハビリ
テーション、通
所リハビリテー
ション

リハビリテーション
マネジメント加算
（Ⅳ）を算定する場
合

　VISITにおける登録番号を記載すること。

　例　0001（４桁の利用者ID）

　病院若しくは診療所または介護保険施設から退院・退所した年月日又
は要介護・要支援認定を受けた日を記載すること。
　例　20060501
　（退院（所）日が2006年5月1日の場合）

　算定回数に応じて訪問日等を記載すること（訪問日等が複数あるとき
は「,（半角カンマ）」で区切る）。
　薬剤師による居宅療養管理指導において、サポート薬局による訪問指
導を行った場合、訪問日等の前に「ｻ」と記載すること。
　単位を省略する。
　例　6,20
（訪問指導を6日と20日に行った場合）
　例　ｻ6,ｻ20
（サポート薬局による訪問指導を6日と20日に行った場合）

通所介護、地域
密着型通所介護

ADL維持等加算（Ⅱ）
を算定する場合

　指定居宅サービス基準第16条の２ロ（２）におけるADL値の提出は、
算定日が属する月に事業所の機能訓練指導員がBarthelIndexを測定した結
果を、ADL維持等加算（Ⅱ）の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要
欄に記載することによって行う。
　なお、当該提出は、当該提出の月の属する年の１月から１２月までが
評価対象期間となる際に指定居宅サービス基準第16条の２イ（４）に
よって求められるADL値の提出を兼ねるものとする。
　例　　75

サテライト事業所からのサービス提供
（訪問介護、訪問看護、 訪問リハビリ
テーション、通所 介護、介護予防訪問
看護、介護 予防訪問リハビリテーショ
ン、 定期巡回・随時対応型訪問介護 看
護、夜間対応型訪問介護、地 域密着型
通所介護、認知症対応 型通所介護、小
規模多機能型居 宅介護、看護小規模多
機能型居 宅介護、介護予防認知症対応
型 通所介護、介護予防小規模多機 能型
居宅介護、訪問型サービス

訪問介護 身体介護４時間以上
の場合

　身体介護４時間以上につい
ては、１回あたりの点数の根
拠を所要時間にて示すこと。

ターミナルケア加算
を算定する場合

訪問看護、予防
訪問看護

訪問リハビリ
テーション、介
護予防訪問リハ
ビリテーション

短期集中リハビリ
テーション実施加算
を算定する場合

訪問看護 定期巡回・随時対応
型訪問介護看護と連
携して指定訪問看護
を行う場合

看護・介護職員連携
強化加算

居宅療養管理指
導、介護予防居
宅療養管理指導

ADL値の提出（通所介護、地域密着型通
所介護）

退院時共同指導加算
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

介護福祉施設
サービス、地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護、介護
保健施設サービ
ス

褥瘡マネジメント加
算を算定する場合

　以下の項目について、連続した12桁の数値を入力すること。
（自分で行っている場合は0、自分で行っていない場合は1、対象外の場
合は2）
　・入浴
　・食事摂取
　・更衣（上衣）
　・更衣（下衣）
　・寝返り
　・座位の保持
　・座位での乗り移り
　・立位の保持
　（なしの場合は0、ありの場合は1、対象外の場合は2）
　・尿失禁
　・便失禁
　・バルーンカテーテルの使用
　（いいえの場合は0、はいの場合は1）
　・過去３か月以内に褥瘡の既往があるか

　例　入浴を自分で行っていない、更衣（下衣）を自分で行っていな
い、立位の保持を自分で行っていない、尿失禁あり、過去３ヶ月以内に
褥瘡の既往がない場合（その他は自分で行っている、もしくはなし）
100100011000

　病院若しくは診療所または介護保険施設から退院・退所した年月日又
は要介護認定を受けた日を記載すること。
　例　20060501
　（退院（所）日が2006年5月1日の場合）

　摘要欄に利用者（要介護３、要介護４又は要介護５）の状態（イから
リまで）を記載すること。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状
態のみを記載すること。

　例　ﾊ
　イ　常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
　ロ　呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
　ハ　中心静脈注射を実施している状態
　ニ　人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する
　　　状態
　ホ　重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を
　　　実施している状態
　ヘ　膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行
　　　規則別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級
　　　以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
　ト　経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
　チ　褥瘡に対する治療を実施している状態
　リ　気管切開が行われている状態

福祉用具貸与 別記を参照
　福祉用具貸与を開始した日付を記載すること。
　単位を省略する。
　例　6

　摘要欄に利用者の状態（イからリまで）を記載すること。なお、複数
の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。

　例　ﾊ
　イ　喀痰吸引を実施している状態
　ロ　呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
　ハ　中心静脈注射を実施している状態
　ニ　人工腎臓を実施している状態
　ホ　重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を
　　　実施している状態
　ヘ　人口膀胱又は人口肛門の処理を実施している状態
　ト　経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
　チ　褥瘡に対する治療を実施している状態
　リ　気管切開が行われている状態

特別地域加算、中山
間地域等における小
規模事業所加算、中
山間地域等に居住す
る者へのサービス提
供加算を算定する場
合

通所リハビリ
テーション

短期集中個別リハビ
リテーション実施加
算を算定する場合

重度療養管理加算を
算定する場合

短期入所生活介
護

医療連携強化加算を
算定する場合

福祉用具貸与、
介護予防福祉用
具貸与
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。

　１　多床室入所
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者

　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。

　１　多床室入所
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者

　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

　下記イからヌまでに適合する患者については、摘要欄にその状態を記
載すること。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載
すること。
　例１　ｲ
　例２　ﾊD
　イ　NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
　ロ　Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週
　　　間以上人工呼吸器を必要としている状態
　ハ　各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に
　　　掲げるいずれかの合併症を有する状態。
　　A　常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下）
　　B　透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈す
　　　  るもの
　　C　出血性消化器病変を有するもの
　　D　骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
　ニ　Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態
　ホ　連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続してい
　　　る状態
　ヘ　単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態。
　ト　現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂
　　　食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造
　　　影剤使用撮影」をいう。）又は内視鏡検査（医科診療報酬
　　　点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。）により誤
　　　嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状
　　　態

　チ　認知症であって、悪性腫瘍と診断された者
　リ　認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された
　　　者
     A　パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質

　　　　基底核変性症、パーキンソン病）
     B　多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮

　　　  症、シャイ・ドレーガー症候群）
 C　筋萎縮性側索硬化症
 D　脊髄小脳変性症
 E　広範脊柱管狭窄症
 F　後縦靱帯骨化症
 G　黄色靱帯骨化症
 H　悪性関節リウマチ

　ヌ　認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに
　　　該当する者

短期入所療養介
護、介護予防短
期入所療養介護

多床室のサービス
コードの適用理由

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。
　同時に複数の理由（例えば
感染症等による入所で居住面
積が一定以下）に該当する場
合は、最も小さい番号を記載
すること。

短期入所生活介
護、介護予防短
期入所生活介護

多床室のサービス
コードの適用理由

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。
　同時に複数の理由（例えば
感染症等による入所で居住面
積が一定以下）に該当する場
合は、最も小さい番号を記載
すること。

療養型(介護予防)短期
入所療養介護費
(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)、
療養型(介護予防)短期
入所療養介護費
(Ⅱ)(ⅱ)(ⅳ)、ユニッ
ト型療養型(介護予防)
短期入所療養介護費
(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)(Ⅵ)、診
療所型(介護予防)短期
入所療養介護費
(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)又
はユニット型診療所
型(介護予防)短期入所
療養介護費
(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算
定する場合
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

短期入所療養介
護、介護予防短
期入所療養介護

重度療養管理加算を
算定する場合（老健
のみ）

　摘要欄に利用者（要介護４又は要介護５）の状態（イからリまで）を
記載すること。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記
載すること。
　例　ﾊ
　イ　常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
　ロ　呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
　ハ　中心静脈注射を実施している状態
　ニ　人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する
　　　状態
　ホ　重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を
　　　実施している状態
　ヘ　膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行
　　　規則（昭和二十五年　　厚生省令第十五号）別表第五号に
　　　掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、か
　　　つ、ストーマの処置を実施している状態
　ト　経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
　チ　褥瘡に対する治療を実施している状態
　リ　気管切開が行われている状態

特定施設入居者
生活介護、地域
密着型特定施設
入居者生活介護

看取り介護加算 　対象者が死亡した日を記載すること。
　例　20120501
　（死亡日が2012年5月1日の場合）

特定施設入居者
生活介護、介護
予防特定施設入
居者生活介護

外部サービス利用型
における福祉用具貸
与、介護予防福祉用
具貸与

別記を参照

　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。
　１　多床室入所
　２　制度改正前入所による経過措置
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者（30日以内の者）
　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

看取り介護加算 　対象者が死亡した時間帯の番号を摘要欄に左詰めで記載すること（早
朝・夜間の場合のみ）。
　１　18：00～19：59
　２　20：00～21：59
　３　 6：00～ 8：00
　対象者が死亡した場所の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。
　１　施設内
　２　施設外
　例　19時に施設内で死亡した場合
　　　1/1

介護福祉施設
サービス、地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護

退所前訪問相談援助
加算

退所後訪問相談援助
加算

多床室のサービス
コードの適用理由

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。
　同時に複数の理由（例えば
感染症等による入所で居住面
積が一定以下）に該当する場
合は、最も小さい番号を記載
すること。
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

介護福祉施設
サービス、地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護

配置医師緊急時対応
加算

　対応を要した入所者の状態についての番号を摘要欄に左詰めで記載す
ること。
　１　看取り期
　２　看取り期以外
　　配置医師を呼ぶ必要が生じた理由についての番号を摘要欄に左詰め
で記載すること（複数該当する場合は最もあてはまるものを１つ選択す
ること。
　１　転倒や外傷に関連する痛み、創傷処置
　２　外傷以外の痛み（関節、頭痛、胸痛、腰痛、背部痛、腹
　　　痛、その他痛み）
　３　服薬に関連すること（誤薬、服薬困難、処方内容の変更後
　　の予期せぬ変化など）
　４　発熱、食欲低下、水分摂取不足、排便の異常、排尿の異
　　常、嘔気・嘔吐、血圧の　　異常、血糖値の異常
　５　認知症BPSD関連
　６　医療機器のトラブル（カテーテルの抜去・閉塞、点滴トラ
　　ブルなど）
　７　神経障害（感覚障害・運動障害など）、意識レベルの変
　　化、呼吸の変化
　８　死亡診断の依頼
　９　上記以外
　例　月のうちに３回緊急時の訪問が行われた場合
　　　 24,27,28

　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　訪問看護指示書の交付日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。
　１　多床室入所
　２　制度改正前入所による経過措置
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者（30日以内の者）
　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

　当該施設に入所した日を記載すること。
　例　20060501
　（入所日が2006年5月1日の場合）

　対象者が死亡した日を記載すること。
　例　20080501
　（死亡日が2008年5月1日の場合）

かかりつけ医連携薬
剤調整加算

　退所の際に減薬した旨等を主治の医師に報告した日を記載すること。
　例　20180501
　（報告日が2018年5月1日の場合）

　入所者が入所する直前に、対象となる医療機関を退院した日を記載す
ること。
　例　20080501
　（退院日が2008年5月1日の場合）

介護療養施設
サービス

　他科受診を行った日を記載すること（複数日行われたときは
「,（半角カンマ）」で区切る）。
　単位を省略する。
　例　6,20
　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20

介護保健施設
サービス

訪問看護指示加算

多床室のサービス
コードの適用理由

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。
　同時に複数の理由（例えば
感染症等による入所で居住面
積が一定以下）に該当する場
合は、最も小さい番号を記載
すること。

短期集中リハビリ
テーション実施加
算、認知症短期集中
リハビリテーション
実施加算を算定する
場合

ターミナルケア加算

地域連携診療計画情
報提供加算

他科受診時費用

退院前訪問指導加算

退院後訪問指導加算

入所前後訪問指導加
算
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　訪問看護指示書の交付日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20
　すべての入院患者について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科
診療報酬における診断群分類（DPC）コードの上６桁を用いて摘要欄に
左詰めで記載すること。
　下記イからヌまでに適合する患者については、摘要欄にDPC上６桁に
続けてその状態を記載すること。なお、複数の状態に該当する場合は主
たる状態のみを記載すること。

　例１　050050,ｲ
（傷病名が慢性虚血性心疾患で、下記のイに該当する場合）
　例２　110280,ﾊD
（傷病名が慢性腎不全で、下記のハDに該当する場合）
　例３　040120
（傷病名が慢性閉塞性肺疾患で、下記のイからヌまでに該当しない場
合）
　イ　NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
　ロ　Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週
　　　間以上人工呼吸器を必要としている状態
　ハ　各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に
　　　掲げるいずれかの合併症を有する状態。
　　A 　常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下）
　　B 　透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈す
　　　　るもの
　　C 　出血性消化器病変を有するもの
　　D 　骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
　ニ　Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態
　ホ　連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続してい
　　　る状態
　ヘ　単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態。
　ト　現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂
　　　食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造
　　　影剤使用撮影」をいう。）又は内視鏡検査（医科診療報酬
　　　点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。）により誤
　　　嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状
　　　態
　チ　認知症であって、悪性腫瘍と診断された者
　リ　認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された
　　　者
     A　パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質

　　　　基底核変性症、パーキンソン病）
     B　多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮

　　　  症、シャイ・ドレーガー症候群）
 C　筋萎縮性側索硬化症
 D　脊髄小脳変性症
 E　広範脊柱管狭窄症
 F　後縦靱帯骨化症
 G　黄色靱帯骨化症
 H　悪性関節リウマチ

　ヌ　認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに
　　　該当する者

上記以外の療養型介
護療養施設サービス
費診療所型介護療養
施設サービス費認知
症型介護療養施設
サービス費を算定す
る場合（加算を除
く。）

　すべての入院患者について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科
診療報酬における診断群分類（DPC）コードの上６桁を用いて摘要欄に
左詰めで記載すること。ただし、平成30年9月30日までは、適切なコー
ディングが困難な場合、XXXXXXと記載すること。

訪問看護指示加算介護療養施設
サービス

療養型介護療養施設
サービス費
(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)、
療養型介護療養施設
サービス費
(Ⅱ)(ⅱ)(ⅳ)、ユニッ
ト型療養型介護療養
施設サービス費
(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)(Ⅵ)、診
療所型介護療養施設
サービス費
(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)又
はユニット型診療所
型介護療養施設サー
ビス費
(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算
定する場合
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。
　１　多床室入所
　２　制度改正前入所による経過措置
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者（30日以内の者）
　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

他科受診時費用 　他科受診を行った日を記載すること（複数日行われたときは
「,（半角カンマ）」で区切る）。
　単位を省略する。
　例　6,20

退所前訪問指導加算 　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20

退所後訪問指導加算 　家庭等への訪問日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20

訪問看護指示加算 　訪問看護指示書の交付日を記載すること。
　単位を省略する。
　例　20

多床室のサービス
コードの適用理由

　適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載すること。
　１　多床室入所
　２　制度改正前入所による経過措置
　３　感染症等により医師が必要と判断した従来型個室への入所
　　　者（30日以内の者）
　４　居住面積が一定以下
　５　著しい精神症状等により医師が必要と判断した従来型個室
　　　への入所者

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。　同時
に複数の理由（例えば感染症
等による入所で居住面積が一
定以下）に該当する場合は、
最も小さい番号を記載するこ
と。

移行定着支援加算 　介護医療院の開設日を記載すること。
　例　20180501
　（報告日が2018年5月1日の場合）

　対象者が死亡した日を記載すること。
　例　20090501
　（死亡日が2009年5月1日の場合）
　対象者が死亡した日を記載すること。
　例　20060501
　（死亡日が2006年5月1日の場合）
　通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日数を、二桁の数字で続けて
記載すること。
　例　100302
　（通所サービスを10日、訪問サービスを3日、宿泊サービスを2日提供
した場合）
　例　150000
　（通所サービスを15日提供し、訪問サービス・宿泊サービスを提供し
なかった場合）

　対象者が死亡した日を記載すること。
　なお、訪問看護を月の末日に開始しターミナルケアを行い、その翌日
に対象者が死亡した場合は、死亡した年月日を記載すること。

　例　20120501
　（死亡日が2012年5月1日の場合）
　算定回数に応じて医療機関での指導実施月日を記載すること。
　なお、退院の翌月に初回の訪問看護を実施した場合は、医療機関で指
導を実施した月日を記載すること。
　例　0501
　（指導実施日が5月1日の場合）

　一月内で複数の滞在理由に
該当する場合は、最初の滞在
理由を記載すること。
　同時に複数の理由（例えば
感染症等による入所で居住面
積が一定以下）に該当する場
合は、最も小さい番号を記載
すること。

認知症対応型共
同生活介護

看取り介護加算

小規模多機能型
居宅介護

看取り連携体制加算

小規模多機能型
居宅介護（短期
利用以外）、介
護予防小規模多
機能型居宅介護
（短期利用以
外）

小規模多機能型居宅
介護費、介護予防小
規模多機能型居宅介
護費（加算を除く）

同日内に複数のサービスを提
供した場合においても、それ
ぞれのサービスで日数を集計
し、記載すること。（例えば
通所と訪問のサービスを同日
に提供した場合、通所と訪問
のそれぞれで１日として記載
すること。）

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

ターミナルケア加算
を算定する場合

介護医療院サー
ビス

退院時共同指導加算

介護療養施設
サービス

多床室のサービス
コードの適用理由
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サービス種類
サービス内容
（算定項目）

摘要記載事項 備　　考

　看護、通所、訪問、宿泊のサービスを提供した日数を、二桁の数字で
続けて記載すること。
　例　04010302
　（訪問看護サービスを４日、通所サービスを1日、訪問サービスを3
日、宿泊サービスを2日提供した場合）
　例　00150000
　（通所サービスを15日提供し、訪問サービス・宿泊サービスを提供し
なかった場合）

　算定回数に応じて医療機関での指導実施月日を記載すること。
　なお、退院の翌月に初回の訪問看護を実施した場合は、医療機関で指
導を実施した月日を記載すること。
　例　0501
　（指導実施日が5月1日の場合）
　対象者が死亡した日を記載すること。
　なお、訪問看護を月の末日に開始しターミナルケアを行い、その翌日
に対象者が死亡した場合は、死亡した年月日を記載すること。

　例　20120501
　（死亡日が2012年5月1日の場合）
割引の率を記載すること。
　例　5

介護給付費の割引

　複数の摘要記載事項がある場合は、表上の掲載順に従って「/」で区切って記載すること。
　例　ST/260/5（サテライト事業所から260分の訪問介護を5％の割引率で実施した場合。）

看護小規模多機
能型居宅介護
（短期利用以
外）

看護小規模多機能型
居宅介護（加算を除
く）

同日内に複数のサービスを提
供した場合においても、それ
ぞれのサービスで日数を集計
し、記載すること。（例えば
通所と訪問のサービスを同日
に提供した場合、通所と訪問
のそれぞれで１日として記載
すること。）

退院時共同指導加算

ターミナルケア加算
を算定する場合
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９ 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 

○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。 

・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に

応じた日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サー

ビス算定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

＜対象事由と起算日＞ 

 

 

月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型
共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の
退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型
共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始　（※
１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の
入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

月途中の事由

介護予防通所リハ
（介護予防特定施設入居者生
活介護における外部サービス
利用型を含む）

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く）

サービス提供日
（通い、訪問又は宿泊）

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）
（喪失日）
（転出日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く）

契約日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日
（満了日）
（開始日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

夜間対応型訪問介護

月途中の事由

開
始

終
了

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居
宅介護
複合型サービス（看護小規模
多機能型居宅介護）
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月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生
活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）
又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看
護小規模多機能型居宅介護・短期利用型）の退居（※１）

退所日の翌日
退居日の翌日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付終了日の翌日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生
活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）
又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看
護小規模多機能型居宅介護・短期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

終
了

開
始

訪問看護（定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所と
連携して訪問看護を行う場
合）

月途中の事由
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月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生
活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）
又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看
護小規模多機能型居宅介護・短期利用型）の退居（※１）

退所日
退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生
活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）
又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看
護小規模多機能型居宅介護・短期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与
期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半月単位の計算
方法を行うことも差し支えない。）

開始日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与
期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半月単位の計算
方法を行うことも差し支えない。）

中止日

・公費適用の有効期間終了 終了日

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

開
始

終
了

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
（特定施設入居者生活介護及
び介護予防特定施設入居者
生活介護における外部サービ
ス利用型を含む）

月途中の事由

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・利用者との契約開始 契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型
共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の
退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期限開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
　（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（事業対象者→要介護）
・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・利用者との契約解除 契約解除日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型
共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始　（※
１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の
入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

居宅介護支援費
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ
月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介
護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれ
の保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合は、それ
ぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能とする。

-

日割り計算用サービスコー
ドがない加算及び減算

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末にお
ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とする。

-

※１　ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に

開
始

終
了

介護予防・日常生活支援総
合事業
・訪問型サービス（みなし）
・訪問型サービス（独自）
・通所型サービス（みなし）
・通所型サービス（独自）
※月額包括報酬の単位とし
た場合

月途中の事由

　　　 転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
　　　 なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
※２  終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。
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１０ サービス種類と適用可能公費の関係 
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1 10：感染症37条の2 95 - *1 *1 *8 *1 *1 *8 *3 *3 *8

－ 11：結核予防法35　　*6 100 - ○ ○ ○ ○

2 21：自立通院 100 あり ○ ○

3 15：自立更生 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 19：原爆一般 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 54：難病公費 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 86：被爆体験者 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 51：特定疾患・先天性血液凝固 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 88：水俣病・メチル水銀 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 87：有機ヒ素 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 66：石綿 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

－ 56：低所得者対策　 *2 94 -

－ 57：障害者対策　　　*7 94 - ○ ○

11 58：全額免除 100 なし ○ ○ 〇

12 81：原爆助成 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇

13 25：中国残留邦人等 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 12：生活保護 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

*1 ･･･サービス提供年月=平成14年4月以降は、特定診療費のみ適用可能。

　　　　平成21年4月以降は特別療養費も適用可能。

*2 ･･･平成17年4月より廃止。

*3 ･･･特定診療費及び特別療養費について適用可能。

*4 ･･･緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費のみ適用可能。

*5 ･･･別紙の該当項目のみ適用可能。

*6 ･･･平成19年4月より廃止。

*7 ･･･平成20年7月より廃止。

*8 ･･･特別診療費及び緊急時施設診療費について適用可能。

平成３０年４月サービス分～

　　サービス種類コード・名称

法別番号・公費略称

介護サービス 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業



 

１１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

   平成２７年４月の介護保険制度改正により、全国一律の「介護予防訪問介護」及

び「介護予防通所介護」から、地域の実情に応じて市町村が実施する「総合事業」

へ移行。平成３０年３月で「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」はサー

ビス終了となり、「総合事業」へ完全移行しました。 

（１）サービス種類（実施サービスは市町村毎に相違） 

 
サービス種類 

コード 
サービス種類名 備考 

訪問型 

サービス 

Ａ１ 訪問型サービス（みなし） 平成３０年３月終了 

Ａ２ 訪問型サービス（独自）  

Ａ３ 訪問型サービス（定率）  

Ａ４ 訪問型サービス（定額）  

通所型 

サービス 

Ａ５ 通所型サービス（みなし） 平成３０年３月終了 

Ａ６ 通所型サービス（独自）  

Ａ７ 通所型サービス（定率）  

Ａ８ 通所型サービス（定額）  

 ＡＦ 介護予防ケアマネジメント 介護予防支援費に相当 

 

（２）請求について 

  ・請求書等様式 

請求書 様式第１の２（介護予防・日常生活支援総合事業費請求書） 

明細書 様式第２の３（介護予防・日常生活支援総合事業費明細書） 

※同一事業所で同一被保険者が総合事業と予防給付を受けた場合、請求書及び 

明細書はそれぞれの様式で提出いただく必要があります。 

 

  ・請求時の注意点 

    様式第２の３については、様式第２、様式第２の２とは別にファイルを作成い

ただく必要がありますので、請求漏れの無いようご注意ください。 

 

・サービス種類 

平成３０年３月でＡ１・Ａ５のみなしサービスは原則廃止となるため、４月以

降に総合事業のサービスを行う場合、Ａ１・Ａ５以外のサービスで各市町村の指

定を受け、請求してください。被保険者の属する市町村にそれぞれ指定を受ける

必要があります。 
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  ・利用者負担割合・負担額 

訪問型サービス 通所型サービス 利用者負担割合・負担額 

Ａ１ Ａ５ 予防給付と同様  ※１ 

(原則１割、一定以上所得者２割 ※２)  Ａ２ Ａ６ 

Ａ３ Ａ７ 市町村規定の定率 

Ａ４ Ａ８ 市町村規定の定額 

※１ Ａ１・Ａ５は平成３０年３月サービス終了 

※２ 平成３０年９月以降、一定以上所得者は２割もしくは３割負担 

 

  ・区分支給限度額 

要支援者が総合事業を利用する場合、現在適用されている予防給付の区分支給

限度基準額の範囲内で、予防給付と総合事業を一体的に給付管理します。 

    ○要支援１・事業対象者※  :  ５，００３単位 

    ○要支援２                : １０，４７３単位 

※事業対象者：特に必要と認めたときは要支援２の額を適用可能 

 

  ・地域単価 

訪問型サービス 通所型サービス 地域単価 

Ａ１ Ａ５ 予防給付と同様 ※平成３０年３月サービス終了 

Ａ２ Ａ６ 
市町村規定  

（当該市町村の地域単価または１０円） 
Ａ３ Ａ７ 

Ａ４ Ａ８ 

   住所地特例でない被保険者が、他市町村に所在する事業所で総合事業サービスを受けた場合 

   →受給者証を発行している市町村が指定する地域単価で請求 

   住所地特例者が、他市町村に所在する事業所で総合事業サービスを受けた場合 

   →施設所在市町村が指定する地域単価で請求 

   例）Ａ市の被保険者がＢ町の事業所で総合事業サービス 

→Ａ市の地域単価 

    例Ａ市の被保険者（住所地特例者：Ｂ町の施設入所）がＢ町の事業所で総合事業サービス 

→Ｂ町の地域単価 

 

  ・請求明細書に社会福祉法人軽減額情報の追加 

請求省令の改正に伴い、社会福祉法人等が実施する低所得者に対する利用者負

担額の軽減に係る審査について、平成３０年４月サービス分以降、介護給付(予防

給付)と同様、連合会へ提出する請求明細書への記載が必要となります 
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 ・住所地特例 

住所地特例対象者に対する総合事業は、施設所在市町村が行い、費用は施設所

在市町村が定める額を適用します。 

 

＜住所地特例対象者の明細書記載例＞ 

 

介護二郎さんは、保険者(300000)と異なる

市町村(300001)に所在する施設に入所し、

住所地特例者となった 

・被保険者が住所地特例者であり、住所地にて総合事業サービスを 

受けた場合、事業費明細欄（住所地特例対象者）に記載 

・Ａ２のサービスコードは、施設所在市町村から認められたサービス 

住所地特例者が入所（入居）する施設の 

所在する市町村の保険者番号(300001)を設定
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・各種帳票 

① 払決定額通知書 

 
② 介護職員処遇改善加算総額のお知らせ 

 

介護給付費支払額 500,000 円と

総合事業費 500,000 円を合計し

た金額 1,000,000 円を指定口座

にお振込みします。 

介護職員処遇改善加算総額のお知らせは、

A1・A2・A5・A6 のサービスで処遇改善加

算の請求があった場合のみお知らせに集計

されます。 
上記以外のサービスは、市町村が規定する処

遇改善加算のサービスコードのため集計さ

れませんのでご了承ください。 

介護給付費支払額 500,000 円と

総合事業費 500,000 円を合計し

た金額 1,000,000 円を指定口座

にお振込みします。 
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和歌山県 県土整備部

高齢者施設における防災・減災対策について
－水害・土砂災害・津波災害への備え－



②災害毎の規定

下記の法令等で対象となる要配慮者利用施設については、それぞれの災害毎に避難確保計画を策定す
ることとなっています。

避難確保計画の作成

要配慮者利用施設における避難計画の策定に関する規定は、①施設毎の規定と、②災害毎の規定があります。

要配慮者利用施設については、各法令等において避難計画を策定することとなっています。

①施設毎の規定

対象とする
災害

法令等 対象となる施設
計画策定に
関する記載

洪水 水防法
浸水想定区域内かつ市町村

地域防災計画に定められたもの
計画を作成

しなければならない

土砂災害 土砂災害防止法
土砂災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない

津波災害
津波防災地域づくり
に関する法律

津波災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない



２．土砂災害リスクに関するもの

(1)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民や建物に大きな被害が生じるおそれがある区域

(2)土砂災害ハザードマップ

市町村が土砂災害警戒区域等や避難場所や避難経路を記載したもの

施設の災害リスクの確認

１．水害リスクに関するもの

(1)洪水浸水想定区域図

河川の氾濫により浸水が想定される区域および水深を示した図

(2)洪水ハザードマップ

河川ごとの洪水浸水想定区域図をもとに、市町村が避難場所などの各種情報を記載したもの

３．津波災害リスクに関するもの

(1)津波災害警戒区域

津波災害が発生した場合に備え、警戒避難体制を特に整備すべき区域を示したもの

(2)津波浸水想定図

津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域（浸水域）と水深（浸水深）を表したもので、
和歌山県では南海トラフの巨大地震と東海・東南海・南海３連動地震の２つの浸水想定を公表

(3)津波災害ハザードマップ

市町が津波浸水想定区域や避難場所、避難経路を記載したもの

施設の立地場所には、どのような危険があるか確認



水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

紀の川

橋本川

和田川

亀の川
日方川

加茂川

貴志川

有田川

山田川

広川

日高川

印南川

切目川

南部川

左会津川

富田川

日置川

周参見川 古座川

太田川

那智川

熊野川（中流）

洪水浸水想定区域図とは
洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、対象とする河川が大雨によって

氾濫した場合に、その氾濫水により浸水が想定される区域および水深を示した図

市町村名 対象河川
和歌山市 紀の川、和田川、亀の川
海南市 亀の川、日方川、加茂川
橋本市 紀の川、橋本川
有田市 有田川
御坊市 日高川
田辺市 熊野川、左会津川
新宮市 熊野川、市田川
紀の川市 紀の川、貴志川
岩出市 紀の川、貴志川
紀美野町 －
かつらぎ町 紀の川
九度山町 紀の川
高野町 －
湯浅町 山田川、広川
広川町 広川
有田川町 有田川
美浜町 日高川
日高町 －
由良町 －
印南町 印南川、切目川
みなべ町 南部川
日高川町 日高川
白浜町 富田川、日置川
上富田町 富田川
すさみ町 周参見川
那智勝浦町 太田川、那智川
太地町 －
古座川町 古座川
北山村 －
串本町 古座川

熊野川（下流）

国土交通省管理

和歌山県管理

市田川



水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

和歌山県河川課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/index.html

対象河川をクリック



水害リスクの確認
「洪水ハザードマップ」を確認する方法

洪水ハザードマップとは 洪水ハザードマップは、国と県が管理河川ごとに作成した洪水浸水想定区域図をもとに、
市町村地域防災計画において定められた必要事項等を記載したものです。

行政機関の連絡先 等

避難場所の情報

浸水深の表示



住民の避難訓練状況
（沖縄県浦添市）

土砂災害ハザードマップの作成・
配布（茨城県鉾田市）

●情報伝達・警戒避難体制の整備【市町村等】
市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに、土砂
災害に関する情報収集・伝達等その他警戒避難体制に関する事
項について定める。

●ハザードマップの配布【市町村等】
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、
避難地や情報伝達手段等を記載したハザードマップなどの配布
等必要な措置を講じる。

建築物の移転等の勧告

○ ×

●特定開発行為に対する許可制【都道府県】
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校、医療施設の建築のため
の行為は、基準に従ったものに 限って許可される。

●建築物の構造規制【都道府県または市町村】
居室を有する建築物は、安全性を確保できる構造となってい
るかどうか、建築確認がされる。

●建築物の移転等の勧告【都道府県】
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが大きい
と認めるときは、建築物の所有者等に対し、移転等の勧告の
制度がある。

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

土砂災害特別警戒区域

○土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危
害が生じるおそれがある区域を指定

○土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の
生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域を指定

土砂災害警戒区域

●土砂災害が起きそうな場所を

と に分けて

みなさんにお知らせしています！

急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり

土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

＜国交省より引用一部加工＞



土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

市町村名 状況
和歌山市 調査完了
海南市 調査中
橋本市 調査中
有田市 調査中
御坊市 調査中
田辺市 調査中
新宮市 調査完了
紀の川市 調査中
岩出市 指定完了
紀美野町 調査中
かつらぎ町 調査中
九度山町 調査中
高野町 調査中
湯浅町 調査中
広川町 調査中
有田川町 調査中
美浜町 指定完了
日高町 調査中
由良町 調査中
印南町 調査中
みなべ町 調査中
日高川町 調査中
白浜町 調査中
上富田町 調査完了
すさみ町 調査中
那智勝浦町 調査完了
太地町 指定完了
古座川町 調査完了
北山村 指定完了
串本町 調査中



土砂災害リスクの確認
「土砂災害警戒区域等」を確認する方法【わかやま土砂災害マップ】

和歌山県砂防課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080600/top.html



土砂災害の危険性
がある区域

土砂災害のおそれのある場所を知る（ハザードマップ）

土砂災害リスクの確認

土砂災害ハザードマップとは 地域ごとに土砂災害が起きそうな危険な区域や避難場所が確認できます。

＜国交省より引用一部加工＞
岩出市ハザードマップ http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/bousai/bousai-manual.html



「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

和歌山県港湾漁港整備課津波堤防整備室ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html



「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

那智勝浦町

新宮市

日高川町

古座川町

太地町

指定市町村

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

日高川町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

古座川町

那智勝浦町

太地町

新宮市



各区域を確認する方法

災害リスクの確認

洪水（洪水浸水想定区域）

土砂災害（土砂災害警戒区域）

津波災害（津波災害警戒区域）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/soutei/soutei.html

http://sabomap.pref.wakayama.jp

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html

各区域については、和歌山県ホームページで確認できます。



http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html#tebiki

避難確保計画作成の手引きについては、国土交通省ホームページで確認できます。

既存の計画（消防計画等）に必要な項目（洪水時等の避難確保計画等の項目）を追加することでも対応可能です。

避難確保計画の作成

国土交通省ホームページより

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshasaigai_keikaihinan.html



携帯電話等を用いた情報収集

各種情報の収集

１ 防災わかやまメール配信サービス

和歌山県では「防災わかやまメール配信サービス」にて、様々な防災情報を
配信
気象庁が発表する警報・注意報に加え、市町村の避難勧告等の発令や避難所
の開閉設情報、地震・津波情報、ダムの放流や河川の水位情報など幅広く提供
（配信は、和歌山県で情報を取得した直後にリアルタイムに送信）

下記アドレスに空メールを送ると、登録用のＵＲＬの送付があります。
必要な情報を登録して配信を受けてください。
空メールのアドレス：regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp

２ 「和歌山県防災ナビ」アプリ

大規模災害時に的確な避難を促進するため、防災ポータルアプリを提供

①避難先検索（避難先の安全レベルを三段階の☆で表示）

②防災情報が自動的に送られてくるプッシュ通知

③家族等が避難した場所の確認

④避難トレーニング 等ができる。



「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集

・防災わかやま

「防災わかやま」では、各市町村や防災関係機関の報告を速報として提供する「災害
情報」、ハザードマップや災害情報を地図上で表示する「防災ＧＩＳ」にて詳細な情報
を提供

市町村ごとに表示するため、避難や被害の
状況などを詳細に知ることが可能
また、確定情報として、マスコミ等へ提供

する「報道資料提供」があり、情報収集現在
の時刻で集計した情報を公表

県ホームページトップ
画面より「防災わかやま」
に展開します。

「わかやま防災・緊急情報」として、報道発表資料
を掲載します。被害状況や災害対策の状況、支援状
況など時点の情報をまとめて発表

＜報道資料提供＞



「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集



各種情報の収集

あんぜん情報２４時

18

テレビからの災害関連情報の収集



災害種別毎の問い合わせ先
県土整備部 河川・下水道局
河川課（洪水） ０７３－４４１－３０７４
砂防課（土砂災害） ０７３－４４１－３１７２

県土整備部 港湾漁港整備課
津波堤防整備室（津波災害） ０７３－４４１－３１６５

最後に
和歌山県庁における各種問い合わせ先

防災の取り組みに関する問い合わせ先
総務部 危機管理局
防災企画課 ０７３－４４１－２２７１
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高齢者虐待防止法について

和歌山県長寿社会課
介護サービス指導室

平成３０年度

2

高齢者虐待防止法の目的（第1条）
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する
法律」

①「高齢者の尊厳の保持」を大きな理念とする

②「尊厳の保持」を妨げる高齢者虐待の防止が
極めて重要

③そのための必要な措置を定める

高齢者の権利利益を守る！



高齢者虐待防止法による定義（第２条）
■高齢者とは
① 65歳以上の者
② 65歳未満の者であって、養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、
又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみ
なして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。

■高齢者虐待とは
① 養護者による高齢者虐待
② 養介護施設従事者等による高齢者虐待

■養護者・養介護施設従事者等とは
① 養護者
（＊高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者）

② 養介護施設従事者等
（＊老人福祉法・介護保険法に定める「養介護施設」「養介護事業」の業務
に従事する者）

3

高齢者虐待防止法に定める
「養介護施設従事者等」の範囲（第20条）

養介護施設 養介護事業
養介護施設
従事者等

老人福祉法
による規定

老人福祉施設

有料老人ホーム（有料老
人ホームに該当するサービス
付き高齢者向け住宅も対象）

老人居宅生活事業
「養介護
施設」又
は「養介
護事業」
の業務に
従事する
者※

介護保険法
による規定

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設

地域包括支援センター

居宅サービス事業

地域密着型サービス事業

居宅介護支援事業

介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービス事業

介護予防支援事業

4

※業務に従事する者には、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員
等）や、介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます。
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高齢者虐待の種別

■身体的虐待

■介護・世話の放棄・放任

（ネグレクト）

■心理的虐待

■性的虐待

■経済的虐待

6

身体的虐待とは？

（例）
①暴力的行為※
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
・本人に向けて物を投げつけたりする。など

②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱
暴に扱う行為
・医学的診断や介護サービス計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や
病状悪化を招く行為を強要する。

・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせ
る。など

③「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれの
ある暴行を加えること。
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身体拘束に対する考え方

身体拘束することで・・・

介護保険施設等では利用者本人や他の利用者等の生命や身体を
保護するために「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他
の行動制限は原則禁止（指定基準等による）

○身体的弊害
・ 関節の拘縮、筋力低下やじょく創の発生
・ 食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下
・ 拘束により無理な立ち上がりによる転倒事故

○精神的弊害
・ 屈辱等の精神的な苦痛からくる人間としての人権侵害
・ 認知症の進行、せん妄の頻発
・ 家族の精神的苦痛、罪悪感

○社会的弊害
・ 施設に対する社会的偏見

が発生

8

身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

① 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよ
うに、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

⑥ 車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないよう、Y字型抑制帯や腰
ベルト、車イステーブルをつける

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために､ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する

出典：「身体拘束ゼロへの手引」平成１３年：厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」



緊急やむを得ない場合とは・・

○切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身

体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

○非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替す

る介護方法がないこと

○一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであ
ること

9

以上の３つ全てを満たしていることが必要

「緊急やむを得ない場合」でない身体拘束は高齢者虐待
に該当する。

緊急やむを得ない場合の手続き

◯「緊急やむを得ない場合」の判断は、個人で行う
のではなく施設全体として判断することが必要

◯本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理
由、拘束の時間、期間等を十分に説明し同意を求め
ること

◯「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを
常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合
には直ちに解除すること

◯身体拘束の態様及び時間、心身の状況、緊急やむ
を得なかった理由を記録しなければならない

10



身体的拘束等の適正化を図るための措置
（平成３０年度施行）

◯身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録すること

◯身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員
会を３月に１回以上開催するとともに、その結果に
ついて、介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ
と

◯身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

◯介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること

11

12

介護・世話の放棄・放任とは？
（ネグレクト）

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間
の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を
著しく怠ること。
（例）
① 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化
させる行為
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破
れた服を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。
・褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。
・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。
・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。
・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置か
せる。
・室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせ
る。など
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（介護・世話の放棄・放任の例）続き

② 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わな
い。
・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通
りの治療食を食べさせない。 など

③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。
・必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない。 など

④高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない。
など

⑤その他職務上の義務を著しく怠ること

14

心理的虐待とは？

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的
な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与
える言動を行うこと。
（例）

①威嚇的な発言、態度

・怒鳴る、罵る。

・「ここ（施設・居宅）にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと言い
脅す。など

②侮辱的な発言、態度

・排せつの失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。

・日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。

・排せつ介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。

・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 など
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（心理的虐待の例）続き

③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度

・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」な
どと言う。

・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。

・話しかけ、ナースコール等を無視する。

・高齢者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。

・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者
にやらせる）。 など

④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為

・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視
しておむつを使う。

・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視
して食事の全介助をする。 など

16

（心理的虐待の例）続き

⑥心理的に高齢者を不当に孤立させる行為

・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。

・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。

・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など

⑦その他

・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。

・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。

・入所者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。

・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。

・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。 など
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性的虐待とは？

（例）

○ 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又は
その強要

・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。

・性的な話しを強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）。

・わいせつな映像や写真をみせる。

・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影
したものを他人に見せる。

・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にし
たり、下着のままで放置する。

・人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見
せないための配慮をしない。 など

高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢
者をしてわいせつな行為をさせること。

18

経済的虐待とは？

（例）

○ 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理
由なく制限すること

・事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する。

・金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分
する、無断流用する、おつりを渡さない）。

・立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。

・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。

など

本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本
人の希望する金銭の使用を理由なく制限したりす
ること。
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高齢者虐待の早期発見について

• 高齢者虐待を発見しやすい者に早期発見の
努力義務

→養介護施設、病院、保健所等
→養介護施設従事者、医師、保健師、弁護士等

（法第５条）

20

通報の義務

発見者
虐待発生の

場所
虐待の状況

市町村への

通報義務

虐待を発見した
者

養介護施設従事
者等

家庭など養護者によ
る養護が行われて
いる場

養介護施設、養介
護事業

高齢者の生命・身
体に重大な危険が
生じている場合

通報しなければならない
（義務）

上記以外の状態
通報するよう努めなくて
はならない（努力義務）

養介護施設従事
者等

自身が従事する養
介護施設、養介護
事業

虐待の程度にかか
わらず

通報しなければならない
（義務）
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守秘義務との関係

○通報を行うことは、守秘義務には妨げられない
※「虚偽」（虐待の事実がないのに嘘の通報等を行う）や
過失（一般の人から見て虐待があったと「思った」こと
に合理性がない）を除く
（法第２１条第６項）

不利益取扱いの禁止

○通報したことによる不利益な扱い（解雇、降格、
減給など）は禁止（虚偽・過失は除く）
（法第２１条第７項）

養介護施設等従事者等による高齢者虐待

和歌山県における養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待について

○虐待があった施設等の種類
平成２０年度 ： 介護老人福祉施設 ： 介護職員

平成２１年度 ： 介護老人保健施設 ： 介護職員

平成２３年度 ： 通所介護 ： 介護職員、看護職員

平成２４年度：特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護 ： 介護職員

平成２５年度：特別養護老人ホーム ： 介護職員

平成２６年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護

有料老人ホーム ： 介護職員、管理職

平成２７年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護

： 介護職員、経営者

平成２８年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム

： 介護職員、管理職
22

Ｈ19
年度

Ｈ20
年度

Ｈ21
年度

Ｈ22
年度

Ｈ23
年度

Ｈ24
年度

Ｈ25
年度

Ｈ26
年度

Ｈ27
年度

Ｈ28
年度

相談通報件数 ４ ８ ４ ６ ９ ９ １１ １８ １８ ２７

うち虐待を受けたと
判断された件数

１ １ １ ０ ２ ２ １ ４ ４ ３

被虐待者数 ６ ３ １ ０ １５ ９ １ ５ ５１ ３
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虐待の事実が認められた事例の施設・事業所の種別

平成２８年度厚生労働省調査より
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の種別

平成２８年度厚生労働省調査より
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※１人の被虐待高齢者に対し複数の種別がある場合、 それぞれの該当
項目に重複して計上されるため、 合計人数は被虐待高齢者の総数870
人と一致しない。
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身体的虐待に該当する身体拘束の有無

平成２８年度厚生労働省調査より
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虐待を行った養介護施設従事者の年齢

平成２８年度厚生労働省調査より
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虐待を行った養介護施設従事者の職種

平成２８年度厚生労働省調査より
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虐待の発生要因

平成２８年度厚生労働省調査より
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因

出典「介護現場のための高齢者虐待防止教育システム」(認知症介護研究・研修仙台センター）
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では、定義にあてはまらない場合は、

対応する必要はないでしょうか？
?!

利用者が同じことを繰り返
し訴えると、無視したり、
「ちょっと待って！」等強
い口調で答える。

自力で食事摂取が可能だが、
時間がかかる利用者に対し
て、時間の節約のため職員が
すべて介助してしまう。

一斉介護のスケジュール
があるからという理由
で、利用者の臥床、離
床、起床等を半強制的に
行う。

利用者に口頭で何度か入浴
を促したが拒否されたの
で、その後は誘うことな
く、1ヶ月ほど入浴していな
い。

「高齢者虐待」を考えるための視点①



× 法律の定義にあてはまらない場合、対応は必要ない

◎ 「高齢者が他者から不適切な扱いにより権利利益

を侵害される状態や生命・健康生活が損なわれ

るような状態におかれること」

法の規定からは虐待
にあたるか判断しが
たくとも、同様に防
止・対応をはかるこ
とが必要

「高齢者虐待」を考えるための視点②

「虐待している」「虐待されている」と
いう自覚がなくても、虐待の場合が
ある。

自覚の有無で判断されるわけでは
ない。

31

「不適切なケア」を底辺とする「高齢者虐待」の図

「介護現場のための高齢者虐待防止教育システム」(認知症介護研究・研修仙台センター）より抜粋

顕在化した虐待

不適切なケア

意図的虐待

「緊急やむを得ない」
場合以外の

身体拘束

非意図的虐待

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

蓄積・ｴｽｶﾚｰﾄ
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止
（高齢者虐待防止法第２０条）

研修の実施、苦情処理体制の整備、その他防止の
ための措置を講ずることが求められる。

１）管理職・職員の研修、資質向上

① 各施設内で職員への法制度、介護技術、認知症への理解を深めるため
の研修

② 職員のストレス対策（メンタルヘルスに配慮した職員面談、怒りの感
情のコントロール等を含むストレスマネジメントに関する研修）

③ 虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備
（施設等にとってマイナスと思われる事案が発生した場合、上司等から
の叱責を従事者等が恐れて隠蔽するのではなく、迅速に報告がなされ
るような風通しの良い組織づくり等）

※管理職が中心となって、組織全体としての意識醸成、取組の推進が重要

34

２）情報公開

養介護施設等に第三者である外部の目（地域住民等との積極的な交流
等）を積極的に入れることが有効

３）苦情処理体制

・施設長等の責任の下、運用されているかどうか適切に把握

・サービスの質を向上させるため、利用者等に継続して相談窓口の周知
を図り、苦情処理のための取組を効果的なものとしていくことも大切

４）組織的運営の改善

・研修、苦情処理及び内部監査を含めた業務管理体制を自主的に点検
し、必要に応じて体制を見直し、運用を改善する必要がある。

・「ヒヤリハット報告書」を活用し、組織内リスク要因の洗い出しに努
めることも有効です。

・事故やヒヤリハットを個人の責任としない組織風土を作り、認知症高
齢者等への対応で苦慮している養介護施設従事者等に対し、ケア能力
や対応スキルが低いという指摘だけで終わることなく、ねぎらいの言
葉をかける教育・指導方法も検討
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高齢者虐待防止のために

●施設従事者のための自己チェックリスト

●管理者・経営者のための自己チェックリスト

県長寿社会課ホームページ内に掲載

（解説あり）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/kourei
syagyakutai/gyakutaicheck.html
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＊認知症介護研究・研修仙台センターに係る資料は以下より入手可
認知症介護研究・研修センターホームページ
「認知症介護情報ネットワーク」（ＤＣｎｅｔ）
http://www.dcnet.gr.jp



 

 

高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止にににに向向向向けたけたけたけた    

                                                                                施設従事者施設従事者施設従事者施設従事者のためののためののためののための自己自己自己自己チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト 

 

 このチェックリストは、施設従事者のためのチェックリストです。その文章が正しいと考える

場合はＹＥＳに、正しくないと考えた場合には、ＮＯにチェックをしてみてください。 

 

 YES NO 

1．自分が働く施設では高齢者虐待は起こるはずがない □ □ 

2．良心的な施設従事者は虐待行為を行うことはない □ □ 

3．虐待は違法行為であり、許されないことである □ □ 

4．虐待は基本的人権の侵害である □ □ 

5．虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放置・放任がある □ □ 

6．施設内虐待は施設が密室化していると生じ易い傾向がある □ □ 

7．言葉の暴力は心理的虐待に該当する □ □ 

8．暴力は身体的虐待にあたるが、身体拘束は身体的虐待にあたらない □ □ 

9．向精神薬などで強く精神作用を抑えることも身体的虐待に該当しうる □ □ 

10．利用者に卑猥な言葉をかけることは性的虐待に該当する □ □ 

11．陰部を露出したまま長時間放置することは性的虐待に該当する □ □ 

12．虐待は被害者の生命に関わることがある □ □ 

13．施設従事者による利用者の放任も虐待にあたる □ □ 

14．すべての人は虐待を行うかもしれないリスクをもっている □ □ 

15．利用者を暴力などで制止することはやむを得ないことがある □ □ 

16．拘束は安全のために行う場合には虐待にあたらない □ □ 

17．施設従事者による経済的虐待というものは存在しない □ □ 

18．利用者の年金を家族が自分の生活費に流用することは虐待にあたることがある □ □ 

19．認知症の利用者の行動が不合理であれば拘束は許される □ □ 

20，施設従事者が、自分では知らないうちに利用者に虐待行為を行うことがある □ □ 

21．介護に関する技術や経験が未熟だと利用者への虐待につながりやすい □ □ 

22．ストレスや疲労が重なると誰でも虐待行為に及んでもおかしくない □ □ 

23．自分や他従事者の介護の仕方に疑問を感じることがある □ □ 

24．虐待まではいかないが、不適切なケアがあると思う □ □ 

25．利用者がむせたら、すぐにミキサー食にするか、とろみをつける必要がある □ □ 

26．利用者に親しみをこめて、「ちゃん付」で呼んだり愛称で呼ぶことがよくある □ □ 

27．トイレで対応できると思われる利用者にオムツ対応をすることがある □ □ 

28．オムツ交換は決められた定時に行えば十分である □ □ 

29．ナースコールが頻回な場合、ナースコールを抜いたり止めたりすることがある □ □ 

30．認知症が進行した人は、反応が乏しいので、「声かけ」をしなくてもよい □ □ 

31．粉薬がなかなか飲めない利用者は、基本的に、ご飯にふりかけ食べさせている □ □ 

32．不適切な対応だとわかっていても、せざるを得ない状況がある □ □ 



 

 

 YES NO 

33．施設内で「虐待防止に関するマニュアル」を使用している □ □ 

34．虐待防止マニュアルがあれば虐待は起こらなくなる □ □ 

35．施設内で「接遇に関するマニュアル」を使用している □ □ 

36．利用者や家族の苦情申し立てを積極的に受け入れている □ □ 

37．トラブルやミス（ニアミス）を積極的に報告するシステムがある □ □ 

38．介護技術を磨く研修システムを利用して介護技能を向上させている □ □ 

39．介護知織を磨く研修システムを利用して介護知織を向上させている □ □ 

40．苦情に対応する第三者委員会が置かれて定期的に審議を行っている □ □ 

41．従事者の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取組みがある □ □ 

42．施設従事者は自施設において虐待被害者を発見したときには通報義務がある □ □ 

43．虐待の事実を確認しなくても、強く疑われる場合は通報するべきである □ □ 

44．虐待の通報は義務ではなく、良心に基づいて行うものである □ □ 

45．虐待の通報は施設長が行うもので従事者が行うものではない □ □ 

46．虐待の通報先を知っている □ □ 

47．利用者とのトラブルが起こったときには上司に積極的に相談している □ □ 

48．上司に意見をしたり、相談しにくい雰囲気がある □ □ 

49．自分の施設ではパワーハラスメントは存在しない □ □ 

50．自分の施設ではサービス残業（残業手当をもらわないで行う残業）はない □ □ 

51．利用者に対する虐待行為は上司の指示であっても行ってはならない □ □ 

52．虐待は違法行為であり、加害者は被害者に損害賠償を請求されることがある □ □ 

 



 

 

高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止高齢者虐待防止にににに向向向向けたけたけたけた    

管理者管理者管理者管理者・・・・経営者経営者経営者経営者のためののためののためののための自己自己自己自己チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト    

 

 このチェックリストは、管理者・経営者のためのチェックリストです。その文章が正しいと考

える場合はＹＥＳに、正しくないと考えた場合には、ＮＯにチェックをしてみてください。 

 

1．自分が管理する施設では高齢者虐待は起こるはずがない ＹＥＳ ＮＯ 

2．良心的な管理者・経営者がいれば施設虐待は起こらない □ □ 

3．崇高な理念をもつと施設虐待は起こらない □ □ 

4．虐待は違法行為であり、許されないことである □ □ 

5．虐待は基本的人権の侵害である □ □ 

6．五つの虐待の種類を知っている □ □ 

7．施設内虐待は施設が密室化していると生じ易い傾向がある □ □ 

8．言葉の暴力は心理的虐待に該当する □ □ 

9．暴力は身体的虐待にあたるが、身体拘束は身体的虐待にあたらない □ □ 

10．向精神薬などで強く精神作用を抑制することも身体的虐待に該当しうる □ □ 

11．利用者に卑猥な言葉をかけることは性的虐待に該当する □ □ 

12．陰部を露出したまま長時間放置することは性的虐待に該当する □ □ 

13．虐待は被害者の生命に関わることがある □ □ 

14．施設従事者による利用者の放任も虐待にあたる □ □ 

15．すべての人は虐待を行うかもしれないリスクをもっている □ □ 

16．利用者を暴力などで制止することはやむを得ないことがある □ □ 

17．拘束は安全のために行う場合には虐待にあたらない □ □ 

18．施設従事者による経済的虐待というものは存在しない □ □ 

19．利用者の年金を家族が自分の生活費に流用することは虐待にあたることがある □ □ 

20．認知症の利用者の行動が不合理であれば拘束は許される □ □ 

21．施設従事者が、自分では知らないうちに利用者に虐待行為を行うことがある □ □ 

22．介護に関する技術や経験が未熟だと利用者への虐待につながりやすい □ □ 

23．虐待までには至らないが、不適切なケアがあると思う □ □ 

24．利用者がむせたら、すぐにミキサー食にするか、とろみをつける必要がある □ □ 

25．利用者に親しみをこめて、「ちゃん付」で呼んだり愛称で呼ぶことがよくある □ □ 

26．トイレで対応できると思われる利用者にオムツ対応をすることがある □ □ 

27．オムツ交換は決められた定時に行えば十分である □ □ 

28．ナースコールが頻回な場合、ナースコールを抜いたり止めたりすることがある □ □ 

29．認知症が進行した人は、反応が乏しいので、「声かけ」をしなくてもよい □ □ 

30．粉薬がなかなか飲めない利用者は、基本的に、ご飯にふりかけ食べさせている □ □ 

31．不適切な対応だとわかっていても、せざるを得ない場合がある □ □ 

32．施設内で「虐待防止に関するマニュアル」を使用している □ □ 

33．虐待防止マニュアルがあれば虐待は起こらなくなる □ □ 



 

 

 YES NO 

34．従事者の教育がしっかりしていれば施設内における虐待防止システムの整備を 

行う必要はない 

□ □ 

35．施設内で「接遇に関するマニュアル」を使用している □ □ 

36．利用者や家族の苦情申し立てを積極的に受け入るシステムがある □ □ 

37．施設内のトラブルやミス（ニアミス）を積極的に報告を受けるシステムがある □ □ 

38．介護技術の巧拙と施設内虐待は関係がない □ □ 

39．介護技術を磨く研修システムを利用して介護技能を向上させている □ □ 

40．介護知織を磨く研修システムを利用して介護知織を向上させている □ □ 

41．苦情に対応する第三者委員会が置かれて定期的に審議を行っている □ □ 

42．ストレスや疲労が重なると誰でも虐待行為に及んでもおかしくない □ □ 

43．施設従事者および管理者は、自施設において虐待被害者を発見したときには通

報義務がある 

□ □ 

44．虐待の事実を確認しなくても、強く疑われる場合は通報するべきである □ □ 

45．「施設虐待の疑いがある」と市町村に通報した従事者を管理者の判断で解雇で

きる 

□ □ 

46．従事者の労働条件と施設内虐待は関係がない □ □ 

47．従事者の研修システムと施設内虐待は関係がない □ □ 

48．ボランティアなどの第三者が出入りすることと施設内虐待は関係がない □ □ 

49．従事者の苦情をうまく管理者が聞き取ることは虐待を防ぐひとつの手法である □ □ 

50．施設管理者には施設内での虐待を防止する義務がある □ □ 

51．自分の施設はよく従事者が入れ替わり、非常勤の従事者も多く雇用しているが、 

     虐待が生じる心配はない 

□ □ 

52．夜勤帯の業務の内容を具体的に知っている □ □ 

53．ケアについて感じた疑問を同僚や上司と話し合える職場環境である □ □ 

54．忙しい時間帯ほど、管理者として現場の状況を把握している □ □ 

55．虐待の通報は義務ではなく、良心に基づいて行うものである □ □ 

56．虐待の通報は施設長が行うもので従事者が行うものではない □ □ 

57．虐待の通報先を知っている □ □ 

58．従事者に対し虐待発見時の通報義務、連絡先等の周知を行っている □ □ 

59．部下に対するパワーハラスメントは存在しないと考えている □ □ 

60．利用者に対する虐待行為は上司の指示であっても行ってはならない □ □ 

61．虐待は違法行為であり、加害者は被害者に損害賠償を請求されることがある □ □ 

62．高齢者虐待防止法を読んだことがある □ □ 

63．県は県内で生じた施設や事業所における虐待についで情報を公開する □ □ 

64．虐待防止に係る研修に参加したことがある □ □ 

65．今回のチェックリストをやってみて、知らない用語が出てきた □ □ 

   



平成３０年度集団指導 
 

社会福祉法人 

長寿社会課介護サービス指導室 



社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の
定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人を
いう。 

社会福祉法人制度の改革（主な内容） 

公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果た
し、地域社会に貢献する法人の在り方を徹底する。 

 

１ 経営組織のガバナンスの強化 

 

２ 事業運営の透明性の向上 

 

３ 財務規律の強化 

 

４ 地域における公益的な取組を実施する責務 

 

５ 行政の関与の在り方 

 



よくある指摘事項 

 項目 指摘内容 

評議員 
理事 
監事 

選任するにあたって、欠格事由や暴力団員でないことの確認を宣
誓書等で確認できていない。また、欠格事由の社会福祉法の条文
がずれている。 

理事 選任において、社会福祉法第４４条第４項に基づき「社会福祉事
業の経営に関する識見を有する者」「当該社会福祉法人が行う事
業の区域における福祉に関する実情に通じている者」「当該社会
福祉法人が施設を設置している場合にあっては当該施設の管理
者」を含まなければならないが、その選任理由を書面で確認でき
ない。 

監事 選任において、社会福祉法第４４条第５項に基づき、「社会福祉事
業について識見を有する者」「財務管理について識見を有する者」
を含まなければならないが、その選任理由を書面で確認できない。 

監事 理事会を連続して２回以上欠席している。 

評議員会 評議員会の日時及び場所等が理事会の決議において定めていな
い。また、開催通知を評議員会の１週間前までに、評議員に通知
していない。 



よくある指摘事項 

 

 

項目 指摘事項 

内部規程 経理規程について、規定通りに行っていない。 
主に、寄附金、随意契約、契約書に関すること。 

役員報酬等 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準を定めていない。
また、評議員会において決議されていない。 

その他 必要な情報（定款、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基
準）が、インターネットで公表されていない。 



社会福祉法人の現況報告書等の集約結果 

WAM NET 

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 
平成29年度の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより社会福

祉法人が所轄庁に届出を行った現況報告書等（現況報告書、計算書類及び
社会福祉充実計画）の内容について集約した結果が掲載されています。 

 

自身の法人の経営状況の参考比較として活用してください。 

 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/zaihyoupub/agg
regate_results.html 

 

※現況報告書等（現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画）は毎年度
提出が必要になります。次年度も忘れずに提出してください。 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/zaihyoupub/aggregate_results.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/zaihyoupub/aggregate_results.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/zaihyoupub/aggregate_results.html


厚生労働省ＨＰ  

社会福祉法人制度改革について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000
0142657.html 

 

上記のページには、社会福祉法人に関する通知が掲
載されています。 

活用してください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html


介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業（社会保険

労務士の派遣）の活用について 

 

別添通知のとおり介護職員処遇改善加算の取得を促進するため、本県所管の

加算対象サービス事業所のうち、介護職員処遇改善加算Ⅰ未取得事業所を運営

する事業者を対象に、社会保険労務士による無料巡回相談を行っています。 

 

申込受付期間は、平成３１年１月３１日（木）まで 

派遣期間は、平成３１年２月２８日（木）まで 

 

※申込書は、きのくに介護 deネットに掲載しています。 

※派遣先は、和歌山県内に所在する事業者又は事業所に限ります。 

 

平成３０年度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤにつ

きましては、一定の経過措置期間経過後、廃止することとされておりますので、

現在当該加算を取得している事業者につきましては、本事業をご活用して頂く

とともに、その他の事業者におかれましても、上位の加算区分又は新規に加算

を取得することにより、貴事業所で勤務する介護職員の賃金改善を図っていた

だきますようこの機会に本事業をご活用願います。 

  

 また、上位の加算区分又は新規に加算を取得するにあたり、加算要件（キャ

リアパス要件を含む。）の確認や検討のため、別添チェックリストを是非ご活用

下さい。 

 



 

                              長 第 0 7 1 2 0 0 0 1 号         

平成３０年７月１２日  

 各対象事業者 様 

 

          和歌山県長寿社会課介護サービス指導室長          

（公印省略）      

                       

 

介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業（社会保険労務士の派遣）のご案内 

 

平素は、県福祉行政に格段の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本県では介護職員処遇改善加算の取得を促進するため、本県所管の介護職員処遇改善加

算Ⅰ未取得事業所を運営する事業者を対象に、社会保険労務士による無料巡回相談を下記のとお

り行いますのでご案内します。 

平成３０年度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算Ⅳ及びⅤにつきましては、一定

の経過措置期間経過後、廃止することとされておりますので、現在当該加算を取得している事業

者につきましては、本事業をご活用して頂くとともに、その他の事業者におかれましても、上位

の加算区分又は新規に加算を取得することにより、貴事業所で勤務する介護職員の賃金改善を図

っていただきますようこの機会に本事業をご活用願います。 

記 

 １ 対象事業者 本県所管の介護職員処遇改善加算Ⅰ未取得事業所を運営する事業者 

 ２ 申 込 方 法 別添「介護職員処遇改善加算巡回相談（社会保険労務士派遣）申込書」に必

要事項を記載し、和歌山県社会保険労務士会事務局へ FAXにて送付して下さ

い。 

和歌山県社会保険労務士会事務局  TEL:073-425-6584 FAX :073-431-3829 

 ３ 受 付 期 間 平成３０年７月２０日（金）から平成３１年１月３１日（木）まで 

※ただし、介護職員処遇改善加算未取得事業者及び介護職員処遇改善加算Ⅳ

又はⅤ取得事業者に優先的に活用して頂くため、介護職員処遇改善加算Ⅱ

又はⅢ取得事業者につきましては、受付開始日を平成３０年９月３日（月）

からとしますので御了承願います。 

４ 派 遣 期 間 平成３１年２月２８日（木）まで 

 ５ 派 遣 先 和歌山県内に所在する事業者又は事業所 

 ６ 相 談 時 間 １事業者への巡回相談は、原則３回を限度とし、一度の巡回相談における時

間は２時間までとします。 

 ７ 相 談 内 容 別添「介護職員処遇改善加算巡回相談（社会保険労務士派遣）申込書」に記

載している「相談を希望する内容」のとおり 

 

【裏面に続きます。】 



 

８ 留意事項  

  （１）本事業の実施予定回数を超えた場合、申込みをして頂いても派遣できない場合があ 

ります。 

  （２）派遣先の決定にあたっては、介護職員処遇改善加算未取得事業者及び介護職員処遇 

改善加算Ⅳ又はⅤ取得事業者を優先します。 

また、昨年度実施した介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業により、社会 

保険労務士の派遣を受けた事業者につきましては、他の事業者を優先しますので御 

了承下さい。 

  （３）本事業の申込書については、きのくに介護 deネットに掲載しています。 

     https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html 

 

事務担当 

長寿社会課介護サービス指導室 上野 

電 話：073-441-2527（直通） 



 

このままＦＡＸで申込みして下さい。FAX ０７３－４３１－３８２９   

介護職員処遇改善加算巡回相談（社会保険労務士派遣）申込書 

                                 平成  年  月  日 

 

和歌山県社会保険労務士会事務局 あて 

 

 

                    事業者名                

 

                    代表者名                

 

                    担当者名                

 

 

事

業

者

の

概

要 

 

訪問先名称  

所在地等 

〒 

 

TEL： 

FAX： 

E-mail アドレス： 

就業規則の有無 □あり   □なし 

目標 
□ 介護職員処遇改善加算の取得（新規取得）を目指している 

□ より上位の介護職員処遇改善加算の取得を目指している 

相談を希望 

する内容 

《複数選択可》 

□ キャリアパス要件Ⅰ又はⅢに適合するため、就業規則の作成又は変

更に関する助言 

□ キャリアパス要件Ⅱに適合するため、資質向上の計画の策定、研修

の実施や研修の機会の確保又は職員の資格取得のための支援等の内

容の規程づくりに関する助言 

□ 職場環境等要件を満たすための規程づくりに関する助言 

□ 労働保険又は社会保険の加入に関する助言 

□ その他、職場環境改善につながる相談に関する対応 

 

 

 

巡回相談希望日 

 

①    年  月  日 

②    年  月  日 

③    年  月  日 

※巡回相談希望日は複数の日程を記載してください。 

※当日、就業規則、労働協約等を準備してください。 

※訪問回数は、原則３回を限度とし、１回のアドバイスに要する時間は２時間までです。 



① ② ① ② ③

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

職位に応じた任用要件を定めている　　　○

職責に応じた任用要件を定めている　　　○

職務内容に応じた任用要件を定めている　○

上記以外　　　　　　　　　　　　　　　○
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

職位に応じた賃金体系を定めている　　　○

職責に応じた賃金体系を定めている　　　○

職務内容に応じた賃金体系を定めている　○

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

に応じた賃金体系を定めている　　　　　○

就業規則で規定し、周知している　　　　○

給与規程で規定し、周知している　　 　○

その他の書面（　　　　　　　　　　）

で規程し、周知している        　　  　○

介護職員と意見を交換しながら、

資質向上の目標を策定している　　　　　△

介護職員と意見を交換しながら、
資質向上のための目標に沿って、研修機会の提供又
は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力
評価を行う計画を策定し、研修の実施を確保及び能

力評価を行っている(a)    　○

介護職員と意見を交換しながら、
資格取得のための支援を実施する計画を策定し、研

修の機会を確保している(b)　　　 ○

□ ● ● － ● － ● － －

経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する
仕組みであること（a） 　○

資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得
に応じて昇給する仕組みであること（ただし、介護
福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者
についても昇給が図られる仕組みであることを要す
る。）（b）　 ○

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇
給する仕組みであること（ただし、客観的な評価基
準や昇給条件が明文化されていることを要する。）
（c）　　○

□ ●

加算Ⅰ
加算Ⅱ □ ● ● － － － － － －

加算Ⅲ
加算Ⅳ □ － － ● ● － － ● －

●

イ　アについて、全ての介護職員に周知している

【Ⅱ】

【Ⅲ】

ア　介護職員について、経験若し
くは資格等に応じて昇給する仕組
み又は一定の基準に基づき定期に
昇給を判定する仕組みを設けてい
る。具体的には、次のaからcまで
いずれかに該当する仕組みである
こと

イ　アについて、全ての介護職員に周知している

●

□

※　●部分は、各加算の取得要件に対応しています
　　なお、加算Ⅱ、Ⅲについては、取得パターンを複数記載しています
※　□部分は、チェック欄として使用し、各加算の取得要件と比較してください
　　○部分は、１つでも該当すれば直右の□にチェックすることができます
　　△部分は、直右の□部分をチェックするためには該当が必須となります

● － －

(

８

)

職
場
環
境
等
要
件

平成２７年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改
善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知している。
　※今後届け出を行う場合は、実施予定である処遇改善（賃金改善を
    除く。）の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、
    上記を満たしたものとする。

平成２０年１０月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃
金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知している

（

７
）

キ
ャ

リ
ア
パ
ス
要
件

－ －

ア　介護職員の職務内容等を踏ま
え、介護職員と意見を交換しなが
ら、資質向上の目標及びa又はbに
掲げる具体的な計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修
の機会を確保している

□ ● － ● －

－

●

－ ●●

●

● ●

●

イ　アに掲げる職位、職責又は職
務内容等に応じた賃金体系（一時
金等の臨時に支払われるものを除
く。）について定めている

□ ● ● －

ウ　ア及びイの内容について就業
規則等の明確な根拠規定を書面で
整備し、全ての介護職員に周知し
ている

□ ● ● －

－ －

（４） 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績報告書を各指定権者に報告する

（５）
算定日が属する月の前１２月間において労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金刑以上の刑
に処せられていない

（６） 労働保険料の納付が適正に行われている

【Ⅰ】

ア　介護職員任用の際における職
位、職責又は職務内容等に応じた
任用等の要件（介護職員の賃金に
関するものを含む。）を定めてい
る

□

●

－

－ － －

介護職員処遇改善加算取得にかかるチェックリスト
～どの加算を取得できるか確認してみましょう～

介護職員処遇改善加算の取得要件等 確認
加算
Ⅱ

加算
Ⅲ

加算
Ⅳ 加算

Ⅴ
加算
Ⅰ

（１）
介護職員の賃金改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回
る処遇改善計画を策定し、その計画に基づき適切な改善措置を講じている

（２） 処遇改善計画等を全ての介護職員に周知した上で指定権者へ届け出ている

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施する



介護サービス情報の公表制度について 

●平成１８年４月１日の介護保険法の改正に伴い、介護サービスの内容や運営状況に 
 関する情報を公表することが義務付けられています。 
●この制度は、介護サービスの利用者等が公表したサービス事業者の情報を比較検討 
 することにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。 

●介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス情報を報告する必要があります。●平
成２４年度以降は、事業者の自己責任による公表となりますが、事業者において調査  
 を受けることを希望される場合は、指定調査機関が実施します。（HP参照） 

１. 制度の趣旨 

２. 制度の概要 

３. 対象事業者 

 対象サービス（介護保険法施行規則第140条の43）を提供する事業者のうち、次の①②
に該当する事業者（別紙参照） 
 ①計画の基準日前１年間において、介護報酬実績額（利用者負担を含む。）が１００万円 
  を超える事業者 
 ②計画の基準日から１年間に、新たに指定を受ける介護サービス事業者 

４. 公表の仕組み 

６. 手数料 

手数料はかかりません。 
※調査機関に調査を希望する場合のみ、手数料が必要です。 

介護サービス事業者 
■基本情報 
基本的な事実情報 
（例）事業所の所在地、従業員数、営業時間など 

 
■運営情報 
介護サービスに関する具体的な取り組みの状況 
（例）外部機関との連携、苦情対応の状況など 

和
歌
山
県 

報告 

利用者（高齢者） 
利用者家族 
ケアマネジャー 
          等 

公表 

介護サービス情報公表システム＜国で一元管理＞ 

【HP：https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html】 



介護サービス名称

１ 訪問介護

２ 夜間対応型訪問介護

３ 訪問入浴介護（予防含む）

４ 訪問看護（予防含む）

５ 指定療養通所介護

６ 訪問リハビリテーション（予防含む）

７ 通所介護

８ 地域密着型通所介護

９ 認知症対応型通所介護（予防含む）

１０ 通所リハビリテーション（予防含む）

１１ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）（予防含む）

１２ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）（予防を含む）

１３ 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

１４ 短期入所生活介護（予防含む）

１５ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）（予防含む）

１６ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）（予防含む）

１７ 地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）

１８ 特定施設入居者生活介護

（有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅））（予防含む）

１９ 特定施設入居者生活介護

（有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅・外部サービス利用型））（予防含む）

２０ 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅））

２１ 福祉用具貸与（予防含む）

２２ 特定福祉用具販売（予防含む）

２３ 小規模多機能型居宅介護（予防含む）

２４ 認知症対応型共同生活介護（予防含む）

２５ 居宅介護支援

２６ 介護老人福祉施設

２７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

２８ 介護老人保健施設

２９ 短期入所療養介護（介護老人保健施設）（予防含む）

３０ 介護療養型医療施設

３１ 短期入所療養介護（療養病床を有する病院等）（予防含む）

３２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

３３ 看護小規模多機能型居宅介護

※（介護医療院）：システムに対応しておらず今年度は対象外。

来年度以降の公表を予定。
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平成２９年２月２０日 

雇児発０２２０第２号 

社援発０２２０第１号 

障 発０２２０第１号 

老 発０２２０第１号 

 

 都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について 

 

 

 災害発生時における社会福祉施設等の被災状況については、従前より各都道府県において

これらの情報を収集し、必要な措置を講じていただくとともに、厚生労働省あて適宜情報提

供をお願いしてきたところである。 

 一般的に、社会福祉施設等は、要介護高齢者や障害者など、日常生活上の支援を必要とす

る者が利用する施設であることから、災害発生時には、ライフラインの確保、必要な物資の

供給、被災施設の早期復旧など、施設利用者のニーズに応じて必要な措置を速やかに講じて

いくことが必要である。このような観点に立てば、まずは社会福祉施設等の被災状況を迅速

かつ正確に把握するとともに、被災自治体を始め、厚生労働省などの関係者間で共有した上、

それぞれの役割分担を図りつつ、連携して必要な対策を検討していくことが重要である。 
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 近年、自然災害の発生により、社会福祉施設等において、甚大な被害が生じている事例が

見受けられることから、今般、災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況が迅速かつ

正確に情報収集できるよう、下記のとおり、当該情報収集の方法等について、改めて整理を

行うこととしたので、御了知の上、各都道府県、指定都市又は中核市におかれては、貴管内

市区町村（指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）、社会福祉施設等及び関係団体に十分周

知を図るとともに、本通知を参照の上、平時から、貴管内において、災害発生時における関

係者の連携体制の構築・強化に向けた取組を推進されたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言に該当するものであることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

１．平時における取組について 

  災害発生時に、社会福祉施設等の被災状況（以下「被災状況」という。）の把握等を行

うに当たっては、平時から関係者間の連携体制を構築・強化しておくことが重要であるこ

とから、各都道府県、指定都市又は中核市（以下「都道府県等」という。）においては、

以下の取組を推進すること。 

 

（１）被災状況の情報収集に係る取りまとめ部局の明確化 

社会福祉施設等は、様々な施設種別が存在することから、施設ごとの被災状況が漏れ

ることなく、的確に情報収集が行われるとともに、当該情報収集の内容の標準化が図ら

れていることが重要である。 

このため、都道府県等においては、それぞれの施設種別を所管する部局（以下「施設

所管部局」という。）間との連絡調整及び被災状況の情報収集に係る取りまとめを行う

部局（以下「取りまとめ部局」という。）を定めておくこと。 

また、災害発生時においては、取りまとめ部局を中心に、円滑な情報収集を行うこと

ができるよう、取りまとめ部局及び施設所管部局における災害担当者リストを作成し、

当該部局間で共有しておくなど、必要な連絡体制を整備しておくことが望ましい。 

 

（２）管内関係者間のネットワークの構築 

   災害発生時には、膨大かつ被害の状況に応じた様々な業務を行う必要があることから、

特定の部局、機関に業務が集中しないよう、庁内関係部局のほか、庁外関係者間とも連

携体制を構築しておくことが重要である。 
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   このため、都道府県の取りまとめ部局が中心となって、都道府県施設所管部局、防災

担当部局、指定都市及び中核市、市区町村や社会福祉協議会、その他関係団体等とのネ

ットワークづくりを推進するとともに、災害発生時におけるそれぞれの役割分担、連携

体制等について、必要な調整を行っておくことが望ましい。 

 

（３）社会福祉施設等リストの整理 

  ① 施設リストの作成 

    取りまとめ部局は、災害発生時に、迅速かつ的確に被災状況について情報収集を行

い、その結果を踏まえた必要な措置を講じることができるよう、施設所管部局及び管

内市区町村の協力を得て、別紙様式により、都道府県等管内の社会福祉施設等の一覧

表（以下「施設リスト」という。）を作成しておくこと。 

なお、当該施設リストの作成に当たっては、別紙に掲げる「対象施設種別」ごとに、

別紙様式中、「基本情報」欄への記載により行うこと。 

② 都道府県等・市区町村間の役割分担について 

取りまとめ部局は、施設リストに整理した社会福祉施設等について、災害発生時に、

被災状況を、都道府県等及び市区町村がどのような役割分担で情報収集を行うか、必

要な調整を行っておくこと。 

また、社会福祉施設等に対して、できる限り同一の内容について、複数の者が重複

して情報収集を行うことのないよう配慮することが必要であることから、あらかじめ

情報収集を行うにあたって、実施手順や聞き取り内容などの標準化を図っておくこと

が望ましい。 

ただし、災害の状況によっては、上記の役割分担どおりに情報収集を行うことが困

難な場合も想定されることから、都道府県が当該市区町村に代わり、情報収集を行う

など、柔軟に対応できる体制についても検討を行っておくこと。 

  ③ 施設リストの共有について 

    取りまとめ部局は、作成した施設リストを施設所管部局と共有するとともに、適切

に保管し、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に情報提供を行うこと。 

    なお、都道府県の取りまとめ部局は、管内指定都市及び中核市の施設リストの提供    

を受け、これを適切に保管するとともに、管内市区町村においても施設リストが適切

に保管されるよう、必要な措置を講ずること。 

④ 施設リストの更新について 

取りまとめ部局は、毎年度当初には施設リストの更新を行うこと。なお、基本情報

の更新に当たっては、基本情報のうち、緊急連絡先など災害時の連絡体制に関するも

のを中心に行うことも差し支えないものとする。また、毎年度当初以降に、社会福祉

施設等が新設された場合や「基本情報」欄の情報に変更があった場合には、必要に応
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じて施設所管部局及び管内市区町村の協力を得て、可能な限り施設リストの随時更新

を行うこと。 

 

（４）被災状況の把握方法等の検討 

  ① 被災状況の把握方法等の検討について 

    取りまとめ部局は、災害発生時に、固定電話や防災電話、Ｅメール、ＳＮＳ等具体

的にどのような方法により被災状況を把握するのか、必要な検討を行っておくこと。 

  ② 社会福祉施設等への周知について 

    取りまとめ部局が中心となって、平時から社会福祉施設等に対し、災害により被害

等が生じた場合には、①により検討した方法により、速やかに都道府県等又は市区町

村に対して報告を行うよう、周知を図ること。 

  ③ 食料及び飲料水等の備蓄について 

    都道府県等及び市区町村は、社会福祉施設等に対し、災害の発生により、物資の供

給に支障が生じた場合に備え、入所者及び施設職員の概ね３日間の生活に必要な食料

及び飲料水、生活必需品並びに燃料等の備蓄に努めるよう要請を行うこと。また、併

せて都道府県等及び市区町村においても、災害時に社会福祉施設等に対し必要物資を

供給することができる体制の構築を検討すること。 

ただし、都道府県等又は市区町村が定める条例その他の規則において、別の定めが

ある場合は、この限りではない。 

 

２．災害発生時における対応について 

  実際の災害発生時には、その災害の規模や特性等に応じて、臨機応変に被災状況の把握

等を行うことが重要であることから、都道府県等においては、管内市区町村、社会福祉施

設等及び関係団体等とも十分連携の上、以下の対応を柔軟に行うこと。 

 

（１）社会福祉施設等への被害情報等の収集 

取りまとめ部局は、災害発生時には、施設リストに基づき、都道府県等及び市区町村

とも連携を図りつつ、あらかじめ定めた役割分担、情報収集の方法に従って、速やかに

被害情報等の収集を行うこと。 

なお、被害情報等の収集に当たっては、市区町村から行うほか、関係団体など、あら

ゆる情報源の活用に努めること。 

 

（２）被災状況の厚生労働省への情報提供 

  ① 被災状況の厚生労働省への情報提供について 

取りまとめ部局は、原則として１日に１回、把握した被害情報等について、別紙様
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式に集約した上で、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課あて、メールにより情報提供

を行うこと。また、指定都市、中核市の取りまとめ部局にあっては、厚生労働省への

情報提供と併せて、都道府県へも同様の情報提供を行うこと。 

  ② 重大な被害が生じた場合における情報提供について 

    社会福祉施設等において、「サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被

害が発生した場合」や「人的被害が発生した場合」には、①による情報提供に先だっ

て、都道府県等又は市区町村から、厚生労働省施設所管部局あて、取りまとめ部局を

経ることなく、直接、被害に関する個別詳細の情報提供を行うこと。（これにより難

い場合は、この限りではない。） 

なお、当該情報提供については、被害情報等を把握次第、速やかに行うこととし、

様式及び方法は問わないものであること。   

③ 被災状況等に応じた柔軟な対応について 

    厚生労働省社会・援護局福祉基盤課及び施設所管部局においては、①及び②に関わ

らず、災害が発生した時間帯や災害規模、被災状況、避難者の動向などを踏まえ、別

紙様式における状況把握項目の追加や対象施設の追加、別紙様式の都道府県等施設所

管部局から厚生労働省の施設所管部局への直接送付など、さらなる対応について協力

を依頼することがある。 

 

 

３．その他 

（１）あらかじめ発生が予想できる災害について 

取りまとめ部局が中心となって、台風等の気象情報により、あらかじめ発生が予想で

きる災害については、気象情報を踏まえ、社会福祉施設等に対して、迅速に施設利用者

の避難が実施されるよう、必要な要請を行うこと。 

 

（２）「対象施設種別」に該当しない通所施設等の取扱いについて 

別紙に掲げる「対象施設種別」に該当しない通所施設等については、あらかじめ施

設リストの作成は要しないこととするが、災害の状況により、これらの被災状況を把

握する必要がある場合も考えられることから、介護サービス情報公表システムなどの

既存情報も最大限有効に活用しつつ、可能な限り、被災状況が把握できる体制の整備

に努めること。 

 

（３）「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」の有効活用 

 災害発生時における対応は、１の（２）に記載のとおり、都道府県施設所管部局、防

災担当部局、指定都市及び中核市、市区町村や社会福祉協議会、ボランティア団体など、
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平時において、多様な関係機関とのネットワークが構築されていればいるほど、支援の

幅が広がることにつながるものであることから、各都道府県においては、生活困窮者就

労準備支援事業費等補助金による「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」を

有効に活用すること。 

 

（４）夜間・休日等における情報提供 

取りまとめ部局は、夜間・休日等において、重大な被害が生じた場合は、別途連絡す

る厚生労働省社会・援護局福祉基盤課又は施設所管部局の担当者の緊急連絡先に情報提

供を行うこと。なお、当該緊急連絡先は、市区町村あて周知を図ること。 

 

 



（別紙） 

対象施設種別 

 

１ 児童関係施設 

（１）助産施設 

（２）乳児院 

（３）母子生活支援施設 

（４）児童養護施設 

（５）情緒障害児短期治療施設 

（※平成 29年４月１日以降は「児童心理治療施設」と読み替える。） 

（６）児童自立支援施設 

（７）児童自立生活援助事業所 

（８）小規模住居型児童養育事業所 

（９）婦人保護施設 

（10）婦人相談所一時保護施設 

（11）児童相談所一時保護施設 

（12）保育所・認定こども園等 

 

 

２ 障害児者関係施設 

（１）障害者支援施設 

（２）福祉型障害児入所施設 

（３）医療型障害児入所施設 

（４）共同生活援助 

（５）短期入所 

（６）療養介護 

 

 

３ 高齢者関係施設 

（１）老人短期入所施設 

（２）養護老人ホーム 

（３）特別養護老人ホーム 

（４）軽費老人ホーム 

（５）認知症高齢者グループホーム 

（６）生活支援ハウス 

（７）介護老人保健施設 

（８）小規模多機能型居宅介護事業所 

（９）看護小規模多機能型居宅介護看護事業所 



（別紙） 

（10）有料老人ホーム 

（11）サービス付高齢者向け住宅 

 

 

４ その他施設 

（１）救護施設 

（２）更生施設 

（３）宿所提供施設 



○年○月○日　○時　現在

施設名　　　　　　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　　　　　　連絡先電話・携帯

○人的被害の状況等

負傷者数 負傷及び対処の状況(例、重傷：○名、軽傷：○名、病院搬送：○名）

15 ・重傷：２名（骨折２名）、軽傷１３名、重傷者２名病院搬送済
・軽傷者は施設内で処置対応

行方不明者数 行方不明の状況（一時帰宅中・・・○名、外出中・・・○名など）

1 親族宅への一時帰宅中

負傷者数 負傷及び対処の状況（例、重傷：○名、軽傷：○名、病院搬送：○名）

3 軽傷３名、施設で応急対応済み

対応職員数

20

○施設被害の状況
使用可能の可否 復旧状況

電気：可 ○○日○○時復旧済み

水道：不可 復旧の目途たたず

ガス：不可 復旧の目途たたず

建物の被害

○介護サービス提供への影響

介護サービス
提供への影響

○避難状況

避難場所

避難人数

○必要な支援内容【人的・物的支援の内容を具体的に：「いつ・なにを・どれだけ（何人）」】

○他の施設からの避難者の受入可能状況（人数、その他）

・施設被害が大きく、受入は不可能
・可能な場合・・・約１０名の受入が可能。ただし、当施設まで搬送すること

被害状況報告書【記載例】

・水、食料、簡易トイレの備蓄少数のため、至急必要
・職員の応援要員として５名を２～３日中に派遣してほしい

施設内ホールに全員避難中

入所者８２名、職員２０名

・入所者を２、３階に移してサービスを継続
・断水・停電により入浴・食事・洗濯に支障、ミキサー食が不可能
・サービスが必要な利用のみに絞ったり、被害がなかった事業所へ振り替えて
サービスを継続

ライフラインの
状況

・建物の倒壊はなし
・床上浸水により、事務室、居住部分の被害が大きい

上記軽傷者も含め、対応中

施設入所者
入所者数
(　８５　名)

施設職員
職員数
（　２０　名）



年　　　　月　　　　日　　　　時　現在

施設名　　　　　　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　　　　　　連絡先電話・携帯

○人的被害の状況等

負傷者数 負傷及び対処の状況(例、重傷：○名、軽傷：○名、病院搬送：○名）

行方不明者数 行方不明の状況（一時帰宅中・・・○名、外出中・・・○名など）

負傷者数 負傷及び対処の状況（例、重傷：○名、軽傷：○名、病院搬送：○名）

対応職員数

○施設被害の状況
使用可能の可否 復旧状況

電気：

水道：

ガス：

建物の被害

○介護サービス提供への影響

介護サービス
提供への影響

○避難状況

避難場所

避難人数

○必要な支援内容【人的・物的支援の内容を具体的に：「いつ・なにを・どれだけ（何人）」】

○他の施設からの避難者の受入可能状況（人数、その他）

施設入所者
入所者数
(　　　　　名)

施設職員
職員数
（　　　　名）

被害状況報告書

ライフラインの
状況



 事 務 連 絡 

                                                           平成 30 年 10 月 19 日 

 

    都道府県 

各  指定都市  民生主管部（局）  御中 

     中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

                  

社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について 

 

 

 日頃より、社会福祉施設等における被災状況の報告や各種調査にご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、昨今の平成 30 年７月豪雨、平成 30 年台風 21・24 号、平成 30 年北海道胆振東部

地震等の災害においては、大規模な停電や断水、食料不足等が発生し、社会福祉施設等に

おけるライフライン等の確保について、改めて課題が顕在化しました。 

 社会福祉施設等においては、高齢者、障害児者等の日常生活上の支援が必要な者が多数

利用していることから、ライフライン等が長期間寸断され、サービス提供の維持が困難と

なった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。このため、平

時の段階から、災害時にあってもサービス提供が維持できるよう、社会福祉施設等の事業

継続に必要な対策を講じることが重要です。 

各都道府県、市区町村におかれては、これまでも非常災害計画の策定や避難訓練の実施

等、社会福祉施設等の災害対策に万全を期するよう指導を行っていただいているところで

すが、今般の被害状況を踏まえ、別添１の社会福祉施設等について、今一度点検すべき事

項（例）を別添２のとおり取りまとめましたので、貴管内の社会福祉施設等において、ラ

イフライン等が寸断された場合の対策状況を確認するとともに、その結果を踏まえ、速や

かに飲料水、食料等の備蓄、BCP（事業継続計画）の策定推進など必要な対策を行うようご

助言をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 （別添１） 

 

点検対象施設 

 

 

１．高齢者関係施設 

（１）老人短期入所施設 

（２）養護老人ホーム 

（３）特別養護老人ホーム 

（４）軽費老人ホーム 

（５）認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム） 

（６）生活支援ハウス 

（７）介護老人保健施設 

（８）介護医療院 

（９）小規模多機能型居宅介護事業所 

（10）看護小規模多機能型居宅介護事業所 

（11）有料老人ホーム 

（12）サービス付高齢者向け住宅 

 

２．障害児者関係施設 

 （１）障害者支援施設 

 （２）福祉型障害児入所施設 

（３）医療型障害児入所施設 

（４）共同生活援助事業所（グループホーム） 

 （５）短期入所事業所 

 （６）療養介護事業所 

 （７）宿泊型自立訓練事業所 

 

３．児童関係施設 

（１）助産施設 

（２）乳児院 

（３）母子生活支援施設 

（４）児童養護施設 

（５）児童心理治療施設 

（６）児童自立支援施設 

（７）児童自立生活援助事業所 

（８）小規模住居型児童養育事業所 

（９）婦人保護施設 

（10）婦人相談所一時保護施設 

（11）児童相談所一時保護施設 

（12）保育所・認定こども園 



 （13）小規模保育事業所 

（14）事業所内保育事業所（ただし、児童福祉法第３４条の１５第２項に基づき認可を

受けたものに限る） 

（15）放課後児童健全育成事業実施施設（児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課

後児童健全育成事業を実施するための施設） 

 

４．その他施設 

（１）救護施設 

（２）更生施設 

（３）宿所提供施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （別添２） 

 

社会福祉施設等における点検項目（例） 

 

１．停電に備えた点検 

 

＜非常用自家発電機関係＞ 

① 非常用自家発電機が有る場合 

・燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策（24 時間営業のガソリンスタンド等の確認、非

常用自家発電機の燃料供給に係る納入業者等との優先供給協定など）を講じてい

るか。 

・定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練を

しているか。 

② 非常用自家発電機が無い場合 

 ・医療的配慮が必要な入所者（人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等）の有無、協力

病院等との連携状況などを踏まえ、非常用自家発電機の要否を検討しているか。 

・医療的配慮が必要な入所者がいる場合、非常用自家発電機の導入（難しければ、

レンタル等の代替措置）を検討しているか。 

 

＜電灯（照明）関係＞ 

・照明を確保するための十分な数の懐中電灯やランタン等の備蓄をしているか。 

 

＜防寒関係＞ 

・石油（灯油）ストーブ等の代替暖房器具とその燃料を準備するとともに、毛布、携帯

用カイロ、防寒具などの備蓄をしているか。 

 

＜介護機器・器具関係＞ 

・医療機器等の予備バッテリー又は充電式や手動式の喀痰吸引器等の代替器具を準備し

ているか。 

・人工透析患者に係る緊急時の対応、ニーズ、必要物資等を把握し、自治体の透析担当

者や各透析施設等との連携体制が確保されているか。 

 

 

２．断水に備えた点検 

 

＜生活用水関係＞ 

・近隣の給水場を確認し、大容量のポリタンク等の給水容器の準備をしているか。 

・災害時協力井戸の確保（酒造会社等）をしているか。 

・衛生面を考慮しつつ、地下水（井戸水）の利用の検討をしているか。 

（注）節水のため、食器を汚さないように使用するラップや紙皿などを備蓄しておく

こと。 



 （注）入浴は、緊急時には、ウェットティッシュによる清拭などによる代替手段を検

討すること。 

 

＜飲料水関係＞ 

・飲料水の備蓄をしているか。 

（注）災害時には、近隣からの避難者等の受入れにより、これらの者に対しても飲料

水の提供が必要な場合があるため、利用者・職員分だけではなく、十分な数を

備蓄しておくこと。 

 

＜汚水・下水関係＞ 

 ・携帯トイレや簡易トイレ、オムツ等の備蓄をしているか。 

 

 

３．ガスが止まった場合に備えた点検 

 

・カセットコンロ及びカセットガス等の備蓄をしているか。 

（注）比較的簡単に備蓄できるが、火力が弱く、大量の食事を一度に調理することは

難しいため、多めに備蓄しておくことが望ましい。 

・プロパンガスの導入又は備蓄（難しければ、ガス業者等からのレンタルの可否の確認）

をしているか。 

・調理が不要な食料（ゼリータイプの高カロリー食等）を備蓄しているか。 

 

 

４．通信が止まった場合に備えた点検 

 

・通信手段のバッテリー（携帯電話充電器、乾電池等）を確保しているか。 

・複数の通信手段（携帯電話メール、公衆電話、災害用トランシーバー、衛星電話等）

を確保しているか。 

（注）緊急時に想定している通信手段の使用方法等を予め確認しておくこと。 

 

 

５．物資の備蓄状況の点検 

 

 ・食料、飲料水、生活必需品、医薬品、衛生用品、情報機器、防寒具、非常用具、冷暖

房設備・空調設備稼働用の燃料について、季節ごとに１日の必要量を把握しているか。 

・食料などについて、上記を踏まえた備蓄量となっているか（飲料水等は再掲）。 

（注）消費期限があるものは、定期的な買換えが必要となることに留意すること。 

（注）利用者だけではなく、職員分及び避難者分なども含め十分な物資を備蓄してお

くこと。 

（注）備蓄物資については、津波や浸水等の水害や土砂災害等に備え、保管場所にも

留意すること。 



 ６．その他留意事項 

 

・点検は、南海トラフ地震の想定地域等特段の対応が求められる場合を除き、最低限３

日間以上は業務が継続できるようにするとの視点に立って行うこと。 

・上記の点検項目は、最低限ライフライン等を維持・確保するための例であり、各社会

福祉施設等において点検を行うに当たっては、実際に災害が発生した際に利用者の安

全確保ができる実効性のあるものとなるよう、当該施設等の状況や地域の実情を踏ま

えた内容とすること。 

・上記の点検項目以外にも、災害対策においては、利用者の避難方法や緊急時の職員間

の連絡体制の構築、平時における避難訓練の実施、消防等関係機関や地域住民との連

携体制の確保等が重要であることから、これらにも留意する必要があること。 

・上記の点検項目を含め、災害時における事業継続の方法については、BCP（事業継続計

画）として予め文書で整理し、役職員間で共有しておくとともに、平時の段階から、

当該 BCP を踏まえた訓練や物資の点検等の具体的な活動を実践していくことが望まし

いこと。 

・災害対策については、単独の法人や社会福祉施設等での対応には限界があることから、

「災害時の福祉支援体制の整備について」（平成 30 年５月 31 日付け社援発 0531 第１

号）を踏まえ、平時の段階から、都道府県が中心となって構築している「災害福祉支

援ネットワーク」へ積極的に参画し、地域全体の防災体制の底上げに協力を図ること。 

 

 































 

 

介護保険法により、市町村は、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を

地域全体で支援していくことを目的として、介護支援専門員の資質向上に資するよう、地

域ケア会議の効果的な実施に努めることとされています。 

平成２９年の法改正では自立支援・重度化防止に向けた保険者（市町村）機能の強化

を推進することが主要事項とされ、その取組として、多職種が参加する地域ケア会議を活

用した市町村によるケアマネジメント支援等が示されました。 

これらのことから、県では、元気になりたいという高齢者の希望を実現するため、運動機

能が低下し支援が必要になった高齢者が再び自立した生活を送れるよう、個々の状況に

応じた自立支援・重度化防止にながるケアプランの考え方や作成方法、ケアの提供方法

の普及を市町村とともに進めているところです。 

介護支援専門員及び介護サービス事業者におかれましては、介護保険法の主旨を踏

まえ、市町村から会議への参加要請を受けた場合は積極的に参加するなど、高齢者の自

立支援・重度化防止の実現に向けて、より一層の協力をお願いします。 

 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

【介護保険法第１１５条の４８ 第１項】 

 市町村は（～中略～）介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他

の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くよう努めなければならない。 

【介護保険法第１１５条の４８ 第３項】 

 会議は前項の検討（※１）を行うため必要があると認めるときは、関係者等（※２）に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

【介護保険法第１１５条の４８ 第４項】 

 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めが

あった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

（※１）被保険者への適切な支援を図るために必要な検討や地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制

に関する検討 

（※２）行政職員、センター職員、介護支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者、民生委員、住民組織等 

市町村が開催する地域ケア会議への協力について 



長第  11120003 号 

障第  11120002 号 

平成 30年 11月 12日 

 

各 介 護 保 険 施 設 ・ 事 業 所 代 表 者 

各有料老人ホーム設置者・サービス付き高齢者向け住宅登録事業者   

各 軽 費 老 人 ホ ー ム ・ 養 護 老 人 ホ ー ム 開 設 者 

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 所 代 表 者 

 

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長   

（ 公 印 省 略 ）        

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課長   

                    （ 公 印 省 略 ）   

 

   社会福祉士及び介護福祉士法（喀痰吸引等関係）等の遵守について（依頼） 

 

 県福祉行政の推進については、平素から格段の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、喀痰吸引及び経管栄養（以下、喀痰吸引等）は医行為に該当し、医師法等により

医師・看護師等のみ実施可能でありましたが、「介護サービスの基盤強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律」により社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、平成 24 年 4

月 1 日以降、一定の条件（研修を受講する等）の下に、介護職員等が喀痰吸引等の行為を

実施することができるようになっています。 

しかし、平成 30年 9月に新潟県内の有料老人ホームにおいて、必要な研修を受けていな

い介護職員が喀痰吸引等を行っていたという報道がありました。 

各施設・事業所等におかれましては、改めて喀痰吸引等制度を確認していただき、法令

等遵守をお願いします。 

 なお、喀痰吸引等制度については、裏面及び県長寿社会課ホームページ

（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/kakutan/index.html）に掲載していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

○不特定の者に対して喀痰吸引等を行う場合(第 1 号研修・第 2 号研修)

長寿社会課振興班     TEL 073-441-2519 

○特定の者に対して喀痰吸引等を行う場合(第 3 号研修) 

 障害福祉課在宅福祉班 TEL 073-441-2533 

様 



＜介護職員等が喀痰吸引等を実施する場合は、県への手続きが必要です＞ 

 

喀痰吸引及び経管栄養は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能

となっていましたが、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」により社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、平成 24年 4月 1日以降、一定の条件

（研修を受講する等）の下に、介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施することができるよ

うになっています。 

しかし、平成 30年 9 月に新潟県内の有料老人ホームにおいて、必要な研修を受けていな

い介護職員が喀痰吸引等を行っていたという報道がありました。 

各施設・事業所等におかれては、改めて喀痰吸引等制度を確認していただき、適切に介

護職員等による喀痰吸引等を行っていただきますようお願いします。 

 

＜喀痰吸引等が実施可能な介護職員等＞ 
 原則として、次の者が喀痰吸引等を実施することができます。 
 ・養成課程において喀痰吸引等に関する知識や技能を習得している介護福祉士で、（公財）

社会福祉振興・試験センターから喀痰吸引等業務について登録を受けた者 
 ・都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事の認定 

を受けた者 
 
＜対象となる医行為＞ 

 ・喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

 ・経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養） 
 
＜登録事業者（登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者）＞ 
喀痰吸引等を業として実施するためには、事業所ごとに一定の登録要件（登録基準）を

満たした上で、都道府県の登録を受けることが必要 
 

仮に都道府県知事の認定を受けた介護職員等がいる場合でも、事業者の登録を

していなければ、業として喀痰吸引等をすることはできません。 
 
＜主な罰則等＞ 
○事業所の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行った場合 

 社会福祉士及び介護福祉士法違反（三十万円以下の罰金） 
○従事者の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行った場合 

医師法違反（３年以下の懲役等） 
保健師助産師看護師法違反（２年以下の懲役等）  

 
＜喀痰吸引等制度に関する詳しい情報＞ 
長寿社会課ＨＰ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/kakutan/index.html 
 
＜お問い合わせ先＞ 
 ○不特定の者に対して喀痰吸引等を行う場合（第１号研修・第２号研修） 
 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課振興班   TEL:073-441-2519 

 ○特定の者に対して喀痰吸引等を行う場合（第３号研修） 

  和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課在宅福祉班 TEL:073-441-2533 



社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業への協力のお願い 

 
 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業は、低所得で特に生計が困難である方につい

て、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等

が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。 

この事業では、助成費用の一部を介護サービス事業所に負担していただく仕組みとなっており、

事業実施には事業所のご協力が不可欠です。 

制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

ご協力いただける場合は、事前に「申出書」（裏面様式）を和歌山県とサービス利用者の保険

者である市町村にご提出ください。 

 

＜対象者＞ 

市町村民税非課税の方で、以下の条件の全てを満たす方のうち、申請に基づき市町村から認定された方。 

① 年間収入が単身世帯で 150万円、世帯員が一人増えるごとに 50万円を加算した額以下であること。 

② 預貯金等の額が単身世帯で 350万円、世帯員が一人増えるごとに 100万円を加算した額以下であること。 

③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

⑤ 介護保険料を滞納していないこと。 

 軽減対象者と認定されると、市町村から「軽減確認証」交付されます。 

 なお、平成２３年４月からは生活保護受給者が個室（特養・短期入所生活介護）を利用する場合の居住（滞在）

費についても、軽減対象に含めることとなりました。 

  

＜軽減対象サービス＞ 

●訪問介護  ●通所介護  ○短期入所生活介護  ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●夜間対応型訪問介護  ○認知症対応型通所介護  ○小規模多機能型居宅介護 

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ●複合型サービス  ●介護福祉施設サービス 

● 新総合事業の第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業・第１号通所事業のうち介護予防通所

介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のもの） 

※ ○のサービスは介護予防サービスを含みます。 

 

＜軽減される利用者負担額＞ 

利用者負担額（介護費）、食費、滞在（宿泊）費、居住費 1/4 

（老齢福祉年金受給者は 1/2、生活保護費受給者は居住費の全額） 

 

＜社会福祉法人等への助成額＞ 

利用者負担を軽減した総額（助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。）のうち、当

該法人の本来受領すべき利用者負担収入（軽減対象となるものに限る。）に対する一定割合（概ね 1%）を超えた部

分について、当該法人の収支状況を踏まえ、その 1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行われます。 



 

 

社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 

 

平成  年  月  日 

 

       知事（市町村長）様 

        

                          所在地 

                      申請者 

                                        名 称           

                                        代表者名                      印 

  

 県内市町村において認定された利用者負担軽減対象者に対して、下記のとおり介護（予

防）サービス及び食費、居住費等の利用者負担を軽減する旨を申し出ます。 

 

記 

 

事業所番号 介護保険事業所名 
提供 

サービス名 

軽減申出 

サービス名 
軽減開始年月日 

     

     

     

 

（注１） 本軽減制度は次の１６種類の介護サービスが該当しますので、提供サービス

名、軽減申出サービス名の欄にはＡ～Ｈでご記入下さい。 

Ａ 訪問介護                             Ｊ 複合型サービス 

Ｂ  通所介護                                  Ｋ 介護福祉施設サービス 

Ｃ  短期入所生活介護                          Ｌ 介護予防短期入所生活介護 

Ｄ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護          Ｍ 介護予防認知症対応型通所介護   

Ｅ  夜間対応型訪問介護                    Ｎ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

Ｆ 地域密着型通所介護                  Ｏ 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護  

Ｇ 認知症対応型通所介護                        に相当する事業 

Ｈ 小規模多機能型居宅介護                    Ｐ 第一号通所事業のうち介護予防通所介護           

     Ｉ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護     に相当する事業 

                                             

（注２）軽減の申し出先は、県知事（担当：長寿社会課）、及びサービス利用者の     

保険者たる市町村の長（介護保険主管課）となります。 



■平成30年度　公共施設等木造木質化支援事業の概要

※和歌山県　林業振興課ホームページ「紀州材」に事業概要及び書式類を掲載しています。

■事業目的 
 ・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」及び「県木材利用方針」の着実な実行 
 ・公共建築物等における紀州材利用の喚起 

■事業主体 
 市町村、社会福祉法人、学校法人、医療法人、公共交通事業者、その他公共的な団体 

■その他 
 ・補助金の申請受付は受付期間を設けて実施（※予算の状況に応じて随時実施) 
 ・公共交通機関においては旅客の乗降、待合い等に供する箇所が補助対象 
  （※事務所部分や商業テナントなど旅客用の施設と異なる箇所は補助対象外） 

■補助対象経費・補助率    
 ① 施設の木造・木質化 
 木造化（柱・梁等）、木質化（床、壁）に係る木材費の１／２以内 
 ② 地盤改良 

 木材費の１／２以内                            ただし、JAS製品については、５．５/１０以内を補助 
 ③ 施設の木製品整備 
 紀州材の学習机や椅子、家具等の購入経費の１／２以内  

■事業内容 
  ① 施設の木造・木質化 
 【補助限度額 １事業当たり１５，０００千円以内】 
  市町村等が建築物を新築、改築、もしくは増築する場合に、紀州材を積極的に使用して木造化 
  または、内外装を木質化する事業。 
 ② 地盤改良（木造・木質化と併せて実施する場合に限る） 
 【補助限度額 1事業当たり３，０００千円以内】 
 ③ 施設の木製品整備 

 【補助限度額 １事業当たり１０，０００千円以内】 

 ＜上限単価＞ 

 ☆木 造 化 構造材      109千円／㎥ 
        地盤改良用土中杭 33千円／㎥ 

 
 ☆木 質 化 内外装材      8千円／㎡ 

  
 ☆木製品整備 木製品     1,000千円／品 
        学習机＆椅子   20千円／組 



介護サービス事業者のみなさまへ 

和歌山県 

 

 熊本地震や阪神・淡路大震災などの大地震では、多くの方が、住宅の倒壊に加え、倒れ

てきた家具の下敷きになり、尊い命を失ったり、けがを負いました。 

 阪神・淡路大震災では、実に死亡原因の７３％が自宅の倒壊や家具の転倒などによる「窒

息・圧死」です。 その多くは「住宅の耐震化」や「家具転倒防止対策」を行っていれば、

助かった命です。 

 今年発生した大阪府北部地震や北海道胆振東部地震でも、家具の転倒やブロック塀の倒

壊による死傷者が出ています。 

 特に、自力での家具の固定等が困難な高齢者の方にとって、家具の転倒は大変危険です。 

 南海トラフで地震が発生した場合、大きな揺れが和歌山県全体を襲います。 

 家具の転倒による犠牲者をなくすため、みなさまのご協力をお願いします。 

 

 

○ サービス利用者様やそのご家族様に、別添リーフレット等により周知をお願いします 

 ①リーフレットは、下記問い合わせ先までお電話いただきましたら、必要部数を送付い 

  たします。なお、県ホームページへの掲載とともに、振興局にもご用意しております。 

 ②「市町村の補助制度」や「家具等固定施工事業者登録制度」の紹介をお願いします。 

 

○ みなさまの事業所や従業員のご家庭で、家具の固定をお願いします 

  家具の固定方法等については、県の啓発パンフレットをご覧いただいたり、 

  「出張！減災教室」をご活用ください。  

                           ※啓発パンフレット掲載ホームページ 

 

  【出張！減災教室】 

   県内のご希望の会場にスタッフを派遣し、体験学習を中心に、防災・減災に 

   ついての教室を開催します。※Ｌ型金具等を用いた家具固定講座 等 

   （問い合わせ先：危機管理・消防課 TEL:073-441-2260） 

 

   

【問い合わせ先】 

 和歌山県 総務部 危機管理局 防災企画課 

 TEL：073-441-2271 

県民減災運動 検 索



地震に備えた家具の固定のお願い 

 

 熊本地震や阪神・淡路大震災などの大地震では、 
多くの方が、住宅の倒壊に加え、倒れてきた家具の 
下敷きになり、尊い命を失ったり、けがを負いました。 
 阪神・淡路大震災では、実に死亡原因の７３％が自 
宅の倒壊や家具の転倒などによる「窒息・圧死」です。 
 その多くは「住宅の耐震化」や「家具転倒防止対策」 
を行っていれば、助かった命です。 
 

 今年発生した大阪府北部地震や北海道胆振東部地震でも、家具の転倒やブロッ
ク塀の倒壊による死傷者が出ています。 
 

 南海トラフで地震が発生した場合、大きな揺れが和歌山県全体を襲います。 
 

 地震から命を守るため、家具の固定をお願いします。 

○家具の固定はもっとも身近な防災対策です 

提供：神戸市 

和歌山県防災企画課 

 
  

○家具の固定の方法について 

①家具の配置を工夫しましょう 

②適切な器具で固定しましょう 

県民減災運動 検 索

県啓発パンフレット 



 

 市町村によっては、家具固定器具の購入費用や取付費用の要配慮者世帯への
補助制度を設けています。 
 詳しくは各市町村担当窓口にお問い合わせください。 
 
 

○要配慮者世帯への補助制度 

平成30年10月1日現在 

 

 県では、家具固定を推進するため、自分で取りつける事が困難な方や、家具固定
施工事業者が分からない方でも家具を固定できるよう、家具固定施工事業者の登
録制度を設けています。 
 詳しくは和歌山県ホームページをご覧ください。 
※費用は申込者負担です。 

○家具等固定施工事業者登録制度 

市町村名 担当課 連絡先 

和歌山市 地域安全課 073-435-1005 

海南市 危機管理課 073-483-8406 

橋本市 危機管理室 0736-33-6105 

御坊市 防災対策課 0738-23-5528 

田辺市 防災まちづくり課 0739-26-9976 

新宮市 防災対策課 0735-23-3333 

紀の川市 危機管理消防課 0736-77-1300 

岩出市 総務課 0736-61-2141 

九度山町 地域防災課 0736-54-2019 

高野町 防災危機対策室 0736-56-9911 

湯浅町 総務広報課 0737-64-1108 

有田川町 総務課 0737-52-2111 

美浜町 防災企画課 0738-23-4902 

日高町 総務政策課 0738-63-2051 

由良町 総務政策課 0738-65-1801 

印南町 総務課 0738-42-0120 

みなべ町 総務課 0739-72-2015 

日高川町 総務課 0738-22-1700 

上富田町 総務政策課 0739-34-2370 

すさみ町 総務課 0739-55-4802 

那智勝浦町 総務課 0735-29-7121 

太地町 総務課 0735-59-2335 

古座川町 総務課 0735-72-0180 

北山村 総務課 0735-49-2331 

串本町 総務課 0735-62-0555 

【お問い合わせ先】 和歌山県総務部危機管理局防災企画課 TEL:073-441-2271 

和歌山県　家具固定 検 索



無料 わかやま介護職員 
メールマガジン会員 

募集中 
日々の業務に役立つ情報をタイムリーに配信します。 

登録方法 
 

①「きのくに介護deネット」のホームページを開く 
   （https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html） 
 

  ２．【わかやま介護職員メールマガジンの登録はこちら】 をクリック 
  →メールマガジン登録の画面が表示される 
 

②登録フォームにご自分のメールアドレスを入力して「登録」 ボタンを押す 
  →メルマガ登録 仮完了 の画面が表示される 
 
③しばらくすると、登録したアドレス宛に「読者登録確認メール」が届くので、  
 登録したメールアドレスに間違いがないか確認 
  →メールに記載されている認証ＵＲＬをクリックして登録が完了 
 

■「わかやま介護職員メールマガジン」などの無料メルマガに登録すると、まぐまぐのオフィシャル
メルマガ等のメールが、登録したメルマガとは別に届くようになります。これらのメルマガが不要の
場合は、以下のヘルプを参照し、解除してください。 
【まぐまぐヘルプ → 購読者ヘルプ → まぐまぐオフィシャルマガジンについて】 
（問）その他：「まぐまぐニュース！」や「○○メルマガ」というメールが届くようになりましたが、これは何ですか。 

業務に役立つ情報をタイムリーに配信 
 

＊介護保険制度などの改正に関する情報 

＊介護報酬請求に関する注意事項 

＊介護に関する研修会やイベント情報 

＊緊急連絡情報（災害関連等） 

＊その他、県からのお知らせ   等 

（問）：和歌山県長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527 

https://2.bp.blogspot.com/-yuwlZJmHJ4k/Wn1WGDYCF2I/AAAAAAABKHg/gUbysN8mc_EXlYc7DsGlFXc1mHpExpB7gCLcBGAs/s800/medical_kaigo_tsuuin_kaijo_woman.png
https://4.bp.blogspot.com/-p-G5rSAeavM/Vuoy2ffxY6I/AAAAAAAA47A/XHNbX6bTKhMXafLZmqHzEBwTZZtbCP9Cg/s800/kaigo_kigae.png


特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。

こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、

差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

ヘイトスピーチ、

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会

許さない。

■ A4 リーフレット　表面

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！

ヘイトスピーチ、許さない詳しくは
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が
平成28年6月3日から施行されました。



ヘイトスピーチ、許さない。

みんなの人権110番 0570-003-110
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

　法務省の人権擁護機関では、現在、こうしたヘイトスピーチがあってはならないということを、皆さんに

御理解いただきやすい形で表した、より効果的な各種啓発活動に積極的に取り組んでいます。
　また、法務局では、職員や人権擁護委員（法務大臣から委嘱された民間の人たち）が、ヘイトスピーチ
による被害など、人権に関する問題について相談に応じています。
　なお、英語や中国語などの通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を、特定の法務局（東京、
大阪、神戸、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松、松山）において曜日を指定して開設し、相談に応じて
います。（詳細は、http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html）

法務省の人権擁護機関の取組

法務省ホームページ「ヘイトスピーチ、許さない。」   http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

[ 人権啓発活動ネットワーク協議会ホームページ ]   http://www.moj.go.jp/jinkennet/

[ 人権啓発デジタルコンテンツ ]   http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00041.html

[ 人権ライブラリー]   http://www.jinken-library.jp/

■ A4 リーフレット　裏面

　近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を
集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、
差別意識を生じさせることになりかねません。一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社
会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
　人種等を理由とした差別の根絶に向けては、人種差別撤廃条約等に基づく国際的な取組が続けられ
ており、我が国としてもそれに応えていく必要があります。
　また、平成２８年６月３日には、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、外国人の方 と々交流する機会は今後ますま
す増加することが予想されます。民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きま

しょう。



◎同和問題（部落差別）を始めとする人権問題やえせ同和行為で
　お困りの方は御相談ください。 

・みんなの人権１１０番 ０５７０－００３－１１０ 

・インターネット人権相談受付窓口  http://www.jinken.go.jp/

◎同和問題（部落差別）に関する参考資料 
・「えせ同和行為対応の手引」http://www.moj.go.jp/content/000122217.pdf 
・「人権ライブラリー」 http://www.jinken-library.jp  

同和問題とは 
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民
の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上
で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。 

同和問題（部落差別）の解決に向けたこれまでの経緯と課題 
・同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和４４年以来３３年間、特別
措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対
する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。 
・しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な
内容の文書が送付されたりする事案が依然として存在するほか、
インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされる

「部落差別の解消の推進に関する法律」が
  平成２８年１２月１６日から施行されました 

といった事案も発生しています。
・また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、同和問題を口
実として企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、高額の書籍を売
りつけるなどの、いわゆるえせ同和行為も問題となっています。 

法務省の人権擁護機関の取組 
・従来から、同和問題（部落差別）の解消を重要な人権課題と捉え、啓発・広報活動等に
積極的に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救
済・予防を図っています。特に、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発
する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は、
その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。 
・また、全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央省庁連絡協議会」を設置し、地方にお
いても全国の法務局・地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を
設置し、えせ同和行為排除のための取組を行っています。 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://moj.go.jp/content/000121613.pdf
http://moj.go.jp/content/000121613.pdf
090238
タイプライターテキスト

090238
タイプライターテキスト



部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律第１０９号） 
 （目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に 
関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国 
憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが 
重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 
団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の 
解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのな 
い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国 
民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨とし 
て、行われなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方 
公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助 

 言を行う責務を有する。 
２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担 

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ず 
るよう努めるものとする。 
（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関す 

る相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 
 （教育及び啓発） 
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消 

するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 
（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部 
落差別の実態に係る調査を行うものとする。 

附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 

○衆議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１１月１６日）
政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実

情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進によ 
る部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。 

○参議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１２月８日）
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社

会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深め 
るよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害 

 していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。 
二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがない 

ように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配 
慮すること。 

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施す 
るに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部 
落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。 



















ヘルプマークを 
ご存じですか？ 

外見からは分からなくても 

 援助や配慮が必要な方がいます。 

 

和歌山県では、援助や配慮が必要な方にヘルプマークを交付しています。 

このマークを見かけたら、思いやりのある配慮をお願いします。 



和歌山県では援助や配慮が必要な方に、ヘルプマークを交付しています。 
 

 
Ｑ．ヘルプマークはどのような人に交付しているのですか？ 

ヘルプマークの対象者は、義足を使用している方、内部障害や難病の方など、援助
や配慮を必要としていて、交付を希望する方々です。 身体機能等に特に基準を設け
ておらず、お申し出に対しお渡しすることとしています。代理の方がお受け取りいた
だくこともできます。 
 
Ｑ．ヘルプマークはどこで交付しているのですか？ 

和歌山県庁障害福祉課、各振興局健康福祉部保健福祉課、和歌山市障害者支援
課及び保健対策課にて交付しています。 
 
Ｑ．ヘルプマークを身につけた方がいたら、どうすればいいですか？ 
電車・バスの中では、席をお譲りください。 
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿
勢を保つことが困難な方がいます。 また、外見からは分からないため、優先席に
座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。 
 
駅や商業施設等では、見守る、声をかけるなどの配慮をお願いします。 
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方
や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。 
 
災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。 
視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での
迅速な避難が困難な方がいます。 
 

 
義足を使用している方、内部障害や難病の方など、援助や配慮を必要としていること
が外見からは分からない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要として
いることを知らせ、援助を受けやすくする手助けをするのが、 

             ヘルプマーク         です。 
 
 
 

 お問い合わせ 和歌山県庁福祉保健部障害福祉課 
  〒６４０－８５８５  和歌山市小松原通１－１ 
  TEL:073-441-2531       FAX :073-432-5567 
  E-mail     e0404001@pref.wakayama.lg.jp 
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